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一
　
は
じ
め
に

　
一
九
〇
五
年
九
月
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
締
結
後
、
日
本
と
ロ
シ
ア
は
一
九
〇
七
年
、
一
九
一
〇
年
、
一
九
一
二
年
及
び
一
九
一
六

年
の
合
計
四
回
に
わ
た
っ
て
協
約
を
締
結
し
、
満
州
及
び
モ
ン
ゴ
ル
を
主
な
舞
台
と
し
て
協
調
関
係
を
築
い
た
。
こ
の
時
期
の
両
国
の
関

係
に
つ
い
て
は
す
で
に
複
数
の
先
行
研
究
が
存
在
し
て
お
り
、
特
に
日
本
で
は
「
例
外
的
な
友
好
」
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
提

示
さ
れ
て
い（
1
）る。

日
露
間
の
安
定
的
関
係
は
、
両
国
の
大
陸
政
策
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
ロ
シ
ア
が
外
交
政
策
の
主
軸
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
近
東
に
移
す
う
え
で
の
一
つ
の
前
提
条
件
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ロ
シ
ア
外
務
大
臣
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
Ｐ
・
イ
ズ

ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
は
、
国
家
ド
ゥ
ー
マ
の
議
員
た
ち
の
前
で
、
日
露
協
約
が
「
紙
上
の
保
証
﹇бумаж

ная гарантия

﹈」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

批
判
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い（
2
）る。

そ
れ
ゆ
え
、
両
国
の
協
調
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
結
ば
れ
た
協
約
そ
の
も
の
や
協
約
締
結
に

至
る
交
渉
過
程
だ
け
で
な
く
、
こ
の
協
調
が
い
か
に
機
能
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
、
言
い
換
え
れ
ば
、
個
々
の
具
体
的
な
事
態
を
め

ぐ
っ
て
日
露
両
政
府
が
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
行
い
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
協
力
に
至
っ
た
の
か
（
あ
る
い
は
至
ら
な
か
っ
た
の
か
）
に

も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
き
、
一
九
一
〇
年
の
第
二
次
日
露
協
約
締
結
後
、
露
清
関
係
悪
化
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
た
日
露
間
の
や

り
と
り
に
は
、
ほ
と
ん
ど
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ（
3
）る。
本
稿
で
論
じ
る
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
は
一
九
一
一
年
二
月
と
三

月
に
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
（
第
二
次
イ
リ
条
約
）
改
訂
問
題
を
め
ぐ
っ
て
清
に
最
後
通
牒
を
突
き
つ
け
た
。
日
本
は
直
接
の
当

事
者
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
韓
国
併
合
と
の
関
連
も
あ
り
、
こ
の
問
題
に
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
後
、
露
清
関
係
の
悪
化

は
、
中
東
鉄
道
の
守
備
兵
力
の
増
強
問
題
や
清
の
軍
備
制
限
問
題
と
い
う
形
で
満
州
に
飛
び
火
し
た
。
満
州
に
関
わ
る
問
題
に
発
展
し
た

と
い
う
点
を
除
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
清
に
対
す
る
日
露
の
共
同
行
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
露
関
係
に
と
っ
て
二
義
的
な
も
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の
だ
っ
た
と
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
え
て
一
九
一
一
年
十
月
に
辛
亥
革
命
が
勃
発
し
、
そ
れ
へ
の
対
応
が
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係

の
中
心
的
問
題
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
革
命
前
夜
の
対
清
関
係
を
め
ぐ
る
日
露
交
渉
は
革
命
期
の
両
国
の
関
係
を
理
解
す
る
う
え

で
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
日
本
側
の
未
公
刊
電
報
や
ロ
シ
ア
側
の
史
料
・
先
行
研
究
を
利
用
し
つ
つ
、
辛
亥
革
命
前
夜
の
露
清
関
係

悪
化
を
め
ぐ
る
日
露
間
の
交
渉
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
清
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
日
露
協
調
を
分
析
す（
4
）る。

二
　
第
二
次
日
露
協
約
の
締
結

　
一
九
〇
七
年
七
月
、
第
一
次
日
露
協
約
が
締
結
さ
れ
た
。
日
露
両
政
府
は
公
開
条
約
に
お
い
て
、
両
国
の
領
土
保
全
及
び
、
日
露
、
日

清
、
露
清
間
で
結
ば
れ
た
条
約
に
基
づ
く
権
利
を
「
機
会
均
等
主
義
ニ
反
セ
サ
ル
」
限
り
尊
重
す
る
こ
と
を
約
し
た
。
ま
た
秘
密
条
約
第

一
条
で
は
満
州
に
お
い
て
鉄
道
及
び
電
信
に
関
す
る
日
露
分
界
線
を
定
め
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
、
第
二
条
及
び
第
三
条
で
は
そ
れ
ぞ
れ
、

韓
国
に
お
け
る
日
本
の
地
位
と
外
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
地
位
が
承
認
さ
れ（
5
）た。

　
多
く
の
先
行
研
究
は
、
同
年
に
締
結
さ
れ
た
英
露
協
商
や
日
仏
協
約
と
の
関
連
性
を
重
視
し
、
第
一
次
日
露
協
約
が
日
本
を
三
国
協
商

に
結
び
つ
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
6
）る。

も
ち
ろ
ん
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
そ
の
よ
う
な
積

極
的
意
義
は
否
定
し
得
な
い
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
第
一
次
日
露
協
約
の
前
文
が
、
日
露
間
に
「
克
復
セ
ラ
レ
タ
ル
平
和
及
善
隣
ノ
関

係
ヲ
鞏
固
ナ
ラ
シ
メ
」、「
将
来
両
帝
国
ノ
関
係
ニ
於
ケ
ル
一
切
ノ
誤
解
ノ
原
因
ヲ
除
去
セ
ム
コ
ト
」
を
こ
の
協
約
の
目
的
と
し
て
挙
げ
て

い
る
点
も
見
逃
す
べ
き
で
は
な（
7
）い。
第
一
次
協
約
締
結
後
、
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
は
在
外
公
館
に
向
け
て
、
こ
の
条
約
の
意
義
を
説
明
す

る
回
章
を
作
成
し
て
い（
8
）る。

そ
の
中
で
彼
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
状
況
が
、
ロ
シ
ア
に

と
っ
て
不
利
で
安
全
す
ら
欠
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
日
露
交
渉
の
基
本
的
目
的
の
一
つ
は
、「
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
に
よ
っ
て
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作
ら
れ
た
不
確
定
な
状
態
を
一
掃
す
る
こ
と
」
だ
っ
た
と
し
て
い
た
。
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
協
約
締
結
の

具
体
的
成
果
の
第
一
は
韓
国
に
お
け
る
日
本
の
地
位
を
確
認
し
つ
つ
も
、
他
国
と
同
等
の
地
位
を
維
持
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
北
満

州
が
ロ
シ
ア
の
勢
力
範
囲
と
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
日
本
が
進
出
す
る
こ
と
は
協
約
違
反
と
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
日
本
が
モ
ン
ゴ

ル
に
干
渉
す
る
こ
と
は
な
い
と
期
待
す
る
根
拠
を
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
は
、
そ
う
し
た
理
解
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

「
過
去
一
年
間
に
行
わ
れ
た
日
本
と
の
諸
交
渉
が
も
た
ら
し
た
上
記
の
全
体
的
結
果
に
よ
り
、
我
々
は
、
極
東
情
勢
が
現
在
、
著
し
く
安

定
性
化
、
正
常
化
し
、
不
測
の
事
態
へ
の
保
証
と
な
る
状
態
ま
で
至
っ
た
と
期
待
し
得
る
」
と
結
論
付
け
た
。
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
が

不
十
分
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
第
一
次
日
露
協
約
締
結
時
の
日
本
の
外
務
大
臣
で
あ
っ
た
林
董
の
理
解
で
も
あ
り
、
彼
は
回
想
録
の
な

か
で
、
第
一
次
日
露
協
約
は
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
不
完
全
性
の
結
果
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い（
9
）る。
黒
沢
文
貴
は
、「
第
一
次
日
露
協

約
に
よ
る
両
国
の
勢
力
範
囲
の
確
定
は
、
日
本
指
導
層
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
、
ロ
シ
ア
の
南
下
か
ら
南
満
州
権
益
と
韓
国
の
支
配
権

を
守
る
た
め
の
予
防
的
措
置
と
い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
10
（
が
、「
ロ
シ
ア
の
南
下
」
を
「
日
本
の
北
上
」
に
な
お

し
、「
南
満
州
」
と
「
韓
国
」
を
「
北
満
州
」
と
「
外
モ
ン
ゴ
ル
」
に
入
れ
替
え
れ
ば
、
こ
れ
は
ロ
シ
ア
側
に
も
当
て
は
ま
る
分
析
と
い

え
よ
う
。
第
一
次
日
露
協
約
は
一
義
的
に
は
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
を
補
強
し
、
利
害
調
整
に
よ
っ
て
直
接
対
立
や
衝
突
を
避
け
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
次
日
露
協
約
が
日
露
戦
争
後
の
関
係
正
常
化
を
再
確
認
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
互
い
に
対
す
る
脅
威
認
識
が
そ

の
後
も
維
持
さ
れ
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
日
本
陸
軍
内
の
対
露
警
戒
感
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い

る
）
11
（

が
、
ロ
シ
ア
側
も
事
情
は
同
じ
だ
っ
）
12
（

た
。
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
Ａ
・
ス
ホ
ム
リ
ノ
フ
陸
軍
大
臣
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
危
機

後
の
一
九
〇
九
年
十
月
十
八
日
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
Ａ
・
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
大
臣
評
議
会
議
長
に
宛
て
た
書
簡
で
「
日
本
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が

現
在
、
我
々
の
最
も
攻
撃
的
な
敵
国
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
両
国
間
に
は
協
定
が
結
ば
れ
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
）
13
（

た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
日
露
関
係
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
満
州
中
立
化
提
案
だ
っ
た
。
こ
れ
は
満
州
に
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存
在
す
る
鉄
道
の
国
際
管
理
を
提
案
す
る
も
の
で
、
駐
露
ア
メ
リ
カ
大
使
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ッ
ク
ヒ
ル
は
、
十
一
月
の
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス

キ
ー
と
の
会
談
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
は
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
支
持
す
る
こ
と
で
満
州
に
お
け
る
日
本
の
勢
力
拡
大
に
歯
止
め
を
か
け
、
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
困
難
な
状
況
か
ら
抜
け
出
せ
る
だ
ろ
う
と
論
じ
、
ロ
シ
ア
政
府
の
協
力
を
取
り
付
け
よ
う
と
し
）
14
（
た
。
し
か
し
こ
の
試
み

は
逆
に
対
日
関
係
の
重
要
性
を
ロ
シ
ア
政
府
に
再
認
識
さ
せ
る
結
果
に
終
わ
っ
た
。
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関

係
が
悪
化
し
て
も
ロ
シ
ア
が
攻
撃
を
受
け
る
お
そ
れ
は
な
い
の
に
対
し
、「
日
本
は
こ
の
点
で
遥
か
に
危
険
」
だ
っ
た
の
で
あ
）
15
（

る
。
対
日

関
係
安
定
化
の
必
要
性
に
関
す
る
彼
の
主
張
は
ニ
コ
ラ
イ
二
世
を
含
め
、
ロ
シ
ア
の
政
策
決
定
者
た
ち
の
支
持
を
得
）
16
（
た
。

　
満
州
中
立
化
提
案
は
日
本
政
府
に
と
っ
て
も
日
露
関
係
の
重
要
性
を
確
認
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
日
本
政
府
に
満
州
中
立
化
計
画

が
提
案
さ
れ
た
直
後
の
十
二
月
二
十
日
、
後
藤
新
平
逓
信
大
臣
が
ニ
コ
ラ
イ
・
Ａ
・
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
駐
日
大
使
に
対
し
、

日
露
関
係
の
緊
密
化
に
つ
い
て
桂
太
郎
首
相
と
相
談
す
る
よ
う
勧
め
、
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
こ
れ
に
従
っ
）
17
（
た
。
会
談
の
際
、

桂
は
ア
メ
リ
カ
の
提
案
の
背
景
に
は
ロ
シ
ア
国
内
の
対
日
警
戒
感
を
利
用
で
き
る
と
の
計
算
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
、
日
本
と
ロ

シ
ア
が
共
同
歩
調
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
全
世
界
に
明
確
に
示
す
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
、
自
分
か
ら
小
村
寿
太
郎
外
務
大
臣
と
も
相
談

し
て
お
く
と
約
束
し
）
18
（
た
。
十
二
月
末
に
は
実
際
に
小
村
か
ら
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
へ
「
一
九
〇
七
年
の
政
治
的
協
定
の
さ
ら
な

る
発
展
の
必
要
性
」
へ
の
言
及
が
あ
っ
）
19
（

た
。
桂
は
翌
年
二
月
に
は
原
敬
に
「
満
州
に
対
す
る
米
国
の
提
議
は
一
時
甚
だ
困
難
と
思
ひ
た
る

に
案
外
の
結
果
を
生
じ
、
此
事
の
為
め
日
露
間
の
交
情
親
密
を
加
へ
」
た
と
語
っ
て
い
た
と
い
）
20
（
う
。

　
こ
う
し
て
一
九
一
一
年
七
月
四
日
に
締
結
さ
れ
た
第
二
次
日
露
協
約
は
、
第
一
次
日
露
協
約
と
同
様
、
公
開
条
約
と
秘
密
条
約
と
に
分

か
れ
て
い
）
21
（

る
。
公
開
条
約
で
は
ま
ず
第
一
条
に
お
い
て
満
州
に
お
け
る
鉄
道
の
改
善
や
連
絡
業
務
整
備
の
た
め
に
両
国
が
協
力
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
た
。
よ
り
重
要
な
の
は
第
二
条
及
び
第
三
条
で
「
満
州
ノ
現
状
ヲ
維
持
尊
重
」
し
、
そ
の
現
状
維
持
の
た
め
に
「
随
時
商
議

ヲ
為
ス
」
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
直
接
向
け
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
秘
密
条
約
の
第
一
条
か
ら

第
四
条
で
は
第
一
次
日
露
協
約
で
画
定
さ
れ
た
分
境
線
を
も
っ
て
日
露
の
勢
力
圏
と
す
る
こ
と
を
定
め
、
さ
ら
に
第
五
条
に
お
い
て
「
満
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州
ニ
於
ケ
ル
各
自
ノ
特
殊
利
益
ニ
関
係
ア
ル
一
切
ノ
事
項
ニ
付
隔
意
ナ
ク
且
誠
実
ニ
随
時
商
議
」
し
、
特
殊
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に

は
共
同
行
動
ま
た
は
相
互
援
助
を
行
う
た
め
に
「
執
ル
ヘ
キ
措
置
ニ
付
協
議
」
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
第
二
次
日
露
協
約
は
同
盟
条

約
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
「
商
議
」
や
「
協
議
」
の
実
施
を
規
定
す
る
の
み
で
、
実
際
に
共
同
行
動
や
相
互
援
助
を
行
う
こ
と
を
義
務
付

け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
行
動
が
発
動
さ
れ
る
条
件
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
日
露
両
国

が
満
州
権
益
保
護
の
た
め
に
協
力
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
。
本
野
一
郎
駐
露
大
使
の
表
現
を
借
り
れ
）
22
（

ば
、
日
露

協
調
は
「
消
極
的
」
な
も
の
か
ら
「
積
極
的
」
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

三
　
韓
国
併
合
か
ら
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
改
訂
問
題
へ

　
第
二
次
日
露
協
約
締
結
に
向
か
っ
て
関
係
を
進
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
日
露
両
国
の
間
に
は
潜
在
的
な
争
点
が
存
在
し
て
い
た
。
韓

国
併
合
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
満
州
中
立
化
提
案
や
第
二
次
日
露
協
約
締
結
の
問
題
が
持
ち
上
が
る
以
前
か
ら
併
合
に
向
け
た
動

き
を
開
始
し
て
お
り
、
一
九
〇
九
年
四
月
十
日
に
は
桂
と
小
村
が
韓
国
か
ら
帰
国
し
て
い
た
韓
国
統
監
伊
藤
博
文
の
も
と
を
訪
れ
て
、
韓

国
併
合
の
方
針
を
認
め
さ
せ
て
い
）
23
（
た
。
そ
の
後
七
月
六
日
に
は
「
適
当
ノ
時
機
ニ
於
テ
韓
国
ノ
併
合
ヲ
断
行
ス
ル
コ
ト
」
が
閣
議
決
定
さ

れ
て
い
）
24
（

る
。
こ
う
し
た
動
き
は
ロ
シ
ア
側
に
も
把
握
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
四
月
に
は
駐
漢
城
総
領
事
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
Ｓ
・
ソ
モ
フ

が
、
日
本
政
府
は
併
合
に
向
け
て
動
い
て
い
る
よ
う
だ
と
の
報
告
を
行
っ
て
い
）
25
（
た
。

　
ロ
シ
ア
政
府
は
第
一
次
日
露
協
約
や
ハ
ー
グ
密
使
事
件
な
ど
に
お
い
て
日
本
の
韓
国
に
お
け
る
地
位
を
認
め
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
が
、

そ
れ
は
韓
国
併
合
を
す
で
に
認
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
第
一
次
日
露
協
約
を
め
ぐ
る
交
渉
中
、
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
は
韓
国
併

合
に
原
則
的
に
は
反
対
し
な
い
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
た
が
、
同
時
に
併
合
容
認
に
は
代
償
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
伝
え
て
い
）
26
（

た
。
第

一
次
日
露
協
約
も
併
合
の
可
能
性
を
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
が
日
韓
関
係
の
「
発
展
」
を
妨
害
し
な
い
と
い
う
曖
昧
な
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記
述
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
）
27
（
る
。
実
際
、
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
は
一
九
〇
九
年
十
一
月
に
本
野
に
対
し
、
日
本
政
府
が
韓
国
併
合

に
着
手
す
れ
ば
、
日
露
間
の
対
立
に
発
展
す
る
可
能
性
を
警
告
し
て
い
）
28
（

た
。
一
九
一
〇
年
四
月
五
日
の
本
野
と
の
会
見
で
も
イ
ズ
ヴ
ォ
リ

ス
キ
ー
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
併
合
が
重
大
な
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
例
に
挙
げ

て
日
本
の
韓
国
併
合
は
ロ
シ
ア
国
内
の
敵
愾
心
を
煽
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
、「
最
モ
慎
重
ナ
ル
注
意
ヲ
喚
起
」
し
）
29
（
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
露
両
国
が
二
度
目
の
協
約
締
結
に
向
け
て
進
む
な
か
、
対
日
関
係
の
改
善
を
優
先
す
る
ロ
シ
ア
政
府
は
結
局
の
と

こ
ろ
日
本
政
府
に
譲
歩
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
ス
ホ
ム
リ
ノ
フ
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
は
韓
国
問
題
と
対
日
外
交
に

関
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

韓
国
問
題
は
約
四
十
年
間
に
わ
た
っ
て
、
日
本
の
政
策
の
最
も
傷
つ
き
や
す
い
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
問
題
を
背
景
と
し
た
確
執
が
一
九
〇

四
年
か
ら
一
九
〇
五
年
の
戦
争
の
直
接
的
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
行
わ
れ
た
講
和
交
渉
に
際
し
て
、
日
本
の
全
権
代
表
た
ち
が

も
っ
と
も
非
妥
協
性
を
示
し
た
の
も
ま
さ
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
五
年
間
に
我
々
が
日
本
政
府
と
の
間
に
信
頼
関
係
を
築
く
こ

と
に
成
功
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
ま
ず
も
っ
て
、
日
本
の
対
韓
関
係
に
関
わ
る
全
て
に
対
す
る
不
干
渉
に
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
中
略
﹈
我
々
は
我
々
の
極
東
政
策
を
日
本
の
そ
れ
と
さ
ら
に
緊
密
に
連
携
さ
せ
、
日
本
と
の
協
定
に
よ
っ
て
、
我
々
が
太
平
洋
沿
岸
及
び
北
満
州
に

お
い
て
占
め
て
い
る
地
位
の
維
持
に
関
す
る
保
証
を
求
め
る
こ
と
に
決
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
当
面
の
間
は
、
極
東
に
お
け
る
我
々
の
国
家

的
安
全
は
ま
ず
も
っ
て
対
日
関
係
の
維
持
及
び
発
展
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
我
々
は
、
日
本
に
と
っ
て
敏
感
な
場
所
に
触
れ
る
よ
う
な

行
動
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
30
（

い
。

対
日
関
係
安
定
化
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
韓
国
に
触
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
側
で
十
分
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
四
月
十
日
、
本
野
と
会
見
し
た
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
は
、
韓
国
併
合
に
反
対
し
な
い
旨
を
伝
え
）
31
（
た
。
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
も
、
先
述
の
四
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月
五
日
の
会
談
で
、
韓
国
併
合
が
ロ
シ
ア
の
対
日
姿
勢
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
は
し
つ
つ
も
、
併
合
に
関
す
る
問
題
を
第

二
次
日
露
協
約
締
結
の
前
提
条
件
と
は
し
な
い
と
い
う
立
場
を
伝
え
て
い
）
32
（

た
。
結
局
、
第
二
次
日
露
協
約
中
に
韓
国
に
関
す
る
条
項
は
含

ま
れ
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
韓
国
併
合
の
容
認
と
代
償
の
要
求
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
ソ
モ
フ
は
、
韓
国
併
合
が
特
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
と
っ
て
軍
事

的
脅
威
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
併
合
承
認
の
代
償
と
し
て
朝
鮮
半
島
北
部
に
一
種
の
非
武
装
地
帯
を
設
け
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る

べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
）
33
（
た
。
こ
れ
に
は
ニ
コ
ラ
イ
二
世
も
関
心
を
示
し
た
が
、
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
の
後
任
者
と
な
る
セ
ル
ゲ
イ
・
Ｄ
・

サ
ゾ
ノ
フ
は
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
の
方
針
を
引
き
継
い
で
反
対
し
、
こ
れ
は
提
起
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
て
い
）
34
（

る
。

　
結
局
、
一
九
一
〇
年
八
月
二
十
二
日
に
本
野
か
ら
韓
国
併
合
を
伝
え
ら
れ
た
際
、
サ
ゾ
ノ
フ
は
併
合
を
容
認
す
る
こ
と
を
伝
え
た
う
え

で
、
韓
国
と
は
直
接
関
係
し
な
い
問
題
を
提
起
し
た
。
後
述
す
る
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
の
改
訂
が
翌
年
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
に

言
及
し
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
は
ず
の
露
清
間
の
交
渉
に
つ
い
て
「
日
本
国
政
府
ノ
援
助
ヲ
請
フ
訳
ニ
ハ
ア
ラ
サ
ル
モ
少
ク
ト
モ

日
本
国
政
府
ニ
於
テ
好
意
的
ノ
態
度
ヲ
執
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
」
と
述
べ
た
の
で
あ
）
35
（

る
。
日
本
政
府
の
正
式
な
声
明
を
求
め
た
わ
け
で
は

な
く
、
ロ
シ
ア
政
府
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
譲
歩
的
色
合
い
が
強
か
っ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
政
府
が
日
露
協
調
の
維

持
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
政
府
の
要
請
を
完
全
に
無
視
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
サ
ゾ
ノ
フ
の
要
請
に
対
し
て
日

本
政
府
が
い
か
な
る
対
応
を
と
る
に
せ
よ
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
改
訂
を
め
ぐ
る
露
清
交
渉
は
日
露
協
調
の
問
題
と
無
関
係
で

は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
改
訂
を
め
ぐ
る
最
後
通
牒

　
日
露
戦
争
後
、
ロ
シ
ア
政
府
は
清
側
の
利
権
回
収
の
動
き
に
対
す
る
警
戒
感
を
強
め
て
い
た
。
露
清
関
係
の
悪
化
は
一
九
〇
九
年
に
行



辛亥革命前夜の露清関係悪化と日露協調

53

わ
れ
た
極
東
視
察
後
に
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
Ｎ
・
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
大
蔵
大
臣
が
提
出
し
た
報
告
書
に
も
表
れ
て
お
り
、
彼
は
、
中
東
鉄
道
の

経
営
や
警
備
を
め
ぐ
る
状
況
、
自
由
港
制
度
廃
止
後
の
経
済
状
況
、
極
東
領
土
の
防
備
に
関
す
る
問
題
と
と
も
に
、
清
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
詳
し
く
報
告
し
て
い
る
。
対
清
関
係
に
つ
い
て
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
は
ま
ず
、
日
露
戦
争
前
後
で
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
地
位
が

大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

我
々
は
当
時
﹇
日
露
戦
争
以
前
―
筆
者
﹈、
誰
か
ら
み
て
も
、
満
州
に
お
け
る
ほ
ぼ
完
全
な
権
利
を
持
つ
主
人
で
あ
り
、
清
に
お
い
て
我
々
の
意
見
は

決
定
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
加
え
て
、
我
々
の
何
ら
か
の
要
望
が
遅
滞
な
く
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
関
す
る
単
な
る
声
明
﹇
を
発
表
す

る
―
筆
者
﹈
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
。
現
在
、
全
く
異
な
る
状
況
が
見
受
け
ら
れ
る
。
目
下
の
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
、
我
々
は
自
ら
の
正
当
な
権
利
を

頑
強
に
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
反
発
を
も
っ
と
も
予
想
し
得
な
い
点
に
つ
い
て
反
発
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
﹇
状
況
―
筆
者
﹈
変
化
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
一
般
に
、
我
々
が
以
前
有
し
て
い
た
軍
事
的
威
信
の
喪
失
、
ま
た
主
と
し
て
清
国
人
の

民
族
意
識
の
高
揚
で
あ
る
。
清
国
人
に
と
っ
て
、
満
州
に
お
け
る
我
々
の
地
位
は
彼
ら
の
民
族
的
体
面
と
一
致
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
）
36
（
る
。

　
た
だ
し
、
第
二
次
日
露
協
約
が
締
結
さ
れ
た
頃
、
特
に
具
体
的
な
焦
点
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
は
満
州
権
益
よ
り
も
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル

ブ
ル
ク
条
約
及
び
そ
れ
に
付
属
す
る
露
清
陸
路
通
商
章
程
の
問
題
だ
っ
た
。
一
八
八
一
年
に
露
清
間
に
締
結
さ
れ
た
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
条
約
は
、
一
八
七
一
年
か
ら
イ
リ
地
方
を
占
領
し
て
い
た
ロ
シ
ア
軍
の
撤
兵
に
関
し
て
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
条
約
に

よ
り
、
清
朝
政
府
は
一
部
領
土
を
ロ
シ
ア
に
割
譲
す
る
こ
と
に
加
え
、
モ
ン
ゴ
ル
及
び
新
疆
に
お
い
て
ロ
シ
ア
人
商
人
に
無
関
税
貿
易
を

行
う
権
利
を
与
え
、
同
地
域
の
一
部
都
市
へ
の
ロ
シ
ア
領
事
館
の
開
設
を
認
め
る
こ
と
な
ど
も
受
け
入
れ
て
い
）
37
（
た
。
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
条
約
の
通
商
関
連
条
項
及
び
陸
路
通
商
章
程
は
一
〇
年
毎
に
更
新
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
政
府
は
、
一
九
一
一
年

の
三
回
目
の
更
新
に
向
け
て
清
朝
政
府
内
に
不
平
等
な
条
項
の
改
正
を
目
指
す
動
き
が
あ
る
と
し
て
警
戒
感
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
る）
38
（

。
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コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
も
極
東
視
察
報
告
書
の
な
か
で
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
の
問
題
に
言
及
し
て
お
り
、
無
関
税
貿
易
の
権
利
を
与
え

ら
れ
て
い
る
は
ず
の
ロ
シ
ア
人
商
人
の
活
動
が
特
に
東
モ
ン
ゴ
ル
に
お
い
て
清
側
か
ら
妨
害
を
受
け
て
い
る
と
訴
え
、
対
抗
策
の
一
つ
と

し
て
清
に
領
事
を
派
遣
す
る
際
に
護
衛
部
隊
を
随
伴
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
て
い
）
39
（
た
。

　
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
は
極
東
視
察
報
告
書
で
、
あ
る
清
高
官
か
ら
「
清
に
は
頭
が
な
い
（China has no head

）」
と
説
明
さ
れ
た
と
述
べ
て

い
）
40
（

る
。
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
清
朝
政
府
に
統
一
的
な
政
策
は
な
く
、
軍
事
組
織
や
財
政
も
統
一
さ
れ
て

お
ら
ず
、
利
権
回
収
の
動
き
や
改
革
運
動
な
ど
も
十
分
な
計
画
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、「
そ
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
で
、
清
か
ら
み
て
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
唯
一
の
要
素
は
、
威
信
と
力
」
だ
け
な
の
で
あ
）
41
（

る
。

　
こ
の
よ
う
な
対
清
観
は
サ
ゾ
ノ
フ
に
も
あ
る
程
度
ま
で
共
有
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
の
改
訂
交
渉

が
難
航
す
る
可
能
性
を
踏
ま
え
、
交
渉
開
始
に
先
立
っ
て
清
朝
政
府
に
対
し
て
ロ
シ
ア
側
の
要
求
を
最
後
通
牒
の
形
で
提
出
し
、
必
要
で

あ
れ
ば
軍
事
的
威
圧
を
加
え
て
迅
速
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
）
42
（
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
基
本
的
要
求
を
清
側
に
先
に
の
ま

せ
た
う
え
で
改
訂
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
と
い
う
方
針
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
サ
ゾ
ノ
フ
の
交
渉
方
針
は
一
九
一
〇
年
十
二
月
二
日
に

大
臣
評
議
会
で
検
討
さ
れ
、
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
の
積
極
的
な
支
持
も
得
て
、
承
認
さ
れ
）
43
（
た
。
韓
国
併
合
を
本
野
か
ら
通
知
さ
れ
た
際
に
サ
ゾ

ノ
フ
が
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
の
改
訂
交
渉
に
言
及
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
十
二
月
二
日
の
決
定
を
受

け
て
彼
は
日
本
側
へ
の
具
体
的
な
働
き
か
け
を
開
始
し
た
。
十
二
月
七
日
の
会
見
で
サ
ゾ
ノ
フ
は
本
野
に
対
し
、
ロ
シ
ア
政
府
が
「
懸
案

解
決
ヲ
清
国
政
府
ニ
対
シ
強
硬
ニ
請
求
ス
ル
コ
ト
ニ
決
シ
」、
通
商
問
題
等
に
関
す
る
清
朝
政
府
と
の
交
渉
を
開
始
す
る
よ
う
イ
ワ
ン
・

Ia
・
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
駐
清
公
使
に
訓
令
を
発
し
た
こ
と
を
伝
え
、「
本
件
ニ
ツ
キ
必
要
ノ
機
会
ニ
ハ
日
本
国
政
府
カ
清
国
ニ
警
告
ヲ
与

ヘ
」
る
よ
う
要
請
し
）
44
（
た
。

　
そ
の
後
十
二
月
十
六
日
に
は
、
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
か
ら
も
小
村
に
対
し
、
日
本
政
府
の
「
モ
ー
ラ
ル
・
サ
ポ
ル
ト
」
が
受

け
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
が
行
わ
れ
）
45
（
た
。
し
か
し
、
小
村
の
態
度
は
消
極
的
だ
っ
た
。
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
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清
朝
政
府
に
対
す
る
ロ
シ
ア
政
府
の
要
求
に
つ
い
て
は
サ
ゾ
ノ
フ
か
ら
本
野
に
伝
達
し
た
と
説
明
し
て
い
た
が
、
小
村
は
本
野
か
ら
概
略

的
な
報
告
し
か
受
け
て
お
ら
ず
、
十
分
把
握
し
て
い
な
い
と
し
て
判
断
を
保
留
し
た
の
で
あ
）
46
（

る
。
小
村
の
消
極
的
な
態
度
を
受
け
て
マ
レ

フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
サ
ゾ
ノ
フ
と
本
野
の
以
前
の
や
り
取
り
に
言
及
し
、
ロ
シ
ア
政
府
は
韓
国
併
合
に
反
対
し
な
か
っ
た
代
わ
り

に
露
清
間
の
懸
案
に
つ
い
て
日
本
か
ら
支
援
を
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
小
村
は
次
の
よ
う
な
趣
旨

を
述
べ
た
と
い
う
。

日
本
政
府
は
原
則
と
し
て
、
北
京
政
府
に
対
す
る
我
々
﹇
ロ
シ
ア
政
府
―
筆
者
﹈
の
要
求
に
支
援
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
支
援
を
ど
の
程
度
ま
で
実
際
に
実
施
す
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
我
々
﹇
ロ
シ
ア
政

府
―
筆
者
﹈
の
要
求
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
）
47
（

る
。

日
露
間
の
協
力
が
ど
の
程
度
ま
で
実
現
す
る
か
は
個
別
の
問
題
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
小
村
に
と
っ
て
要
求
の
具
体
的
内
容
が
不
明
で
あ
る
と
の
発
言
は
ロ
シ
ア
へ
の
支
援
に
つ
い
て
明
言
を
避
け
る
た
め
の
単

な
る
方
便
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
会
談
の
内
容
を
伝
え
る
本
野
宛
の
電
報
に
お
い
て
彼
は
、
情
報
不
足
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
て
お
ら

ず
、
ロ
シ
ア
政
府
の
要
求
内
容
を
調
査
す
る
よ
う
指
示
も
し
て
い
な
）
48
（
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
村
の
消
極
姿
勢
の
本
当
の
理
由
は
、
彼
が
本
野

に
詳
し
く
説
明
し
た
も
の
、
つ
ま
り
ロ
シ
ア
政
府
が
清
朝
政
府
に
対
し
て
強
硬
な
措
置
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
懸
念
だ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
）
49
（
う
。
小
村
の
見
解
で
は
、
清
朝
政
府
は
第
二
次
日
露
協
約
の
締
結
を
背
景
に
日
露
両
国
へ
の
不
信
を
強
め
て
お
り
、
ロ

シ
ア
が
軍
事
的
圧
力
を
加
え
、
日
本
が
そ
れ
を
支
持
し
て
そ
の
不
信
感
に
裏
付
け
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
清
は
ア
メ
リ
カ
や

ド
イ
ツ
の
側
に
傾
く
可
能
性
が
あ
っ
た
。
小
村
は
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
に
、
日
本
も
ロ
シ
ア
と
同
様
清
と
の
間
に
複
数
の
未
解

決
問
題
を
抱
え
て
い
る
も
の
の
、「
清
国
人
の
不
信
感
を
解
消
し
、
清
に
お
い
て
現
在
我
々
の
競
争
者
と
な
っ
て
い
る
友
人
た
ち
の
腕
の
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中
に
彼
ら
を
追
い
や
ら
な
い
た
め
に
、
非
常
に
慎
重
か
つ
柔
軟
な
形
で
、
そ
れ
ら
の
調
整
を
試
み
て
い
る
」
と
し
、「
現
下
の
北
京
の
状

況
に
お
い
て
、
唯
一
の
実
際
的
手
段
は
忍
耐
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
ま
た
小
村
に
よ
れ
ば
、
軍
事
的
圧
力
が
清
国
内
の
民
族
感
情
を
傷

つ
け
、
国
内
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
う
え
で
小
村
は
、「
清
に
対

す
る
強
力
な
対
外
措
置
が
現
在
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
深
刻
な
結
果
及
び
、
非
常
に
不
確
定
か
つ
不
安
定
な
清
の
現
状
を
踏
ま
え
同
国
に

可
能
な
限
り
の
忍
耐
と
慎
重
さ
を
示
す
こ
と
の
望
ま
し
さ
」
に
ロ
シ
ア
政
府
が
注
意
を
向
け
る
こ
と
を
望
む
と
述
べ
た
。

　
ロ
シ
ア
の
強
硬
姿
勢
に
対
す
る
小
村
の
発
言
は
清
に
対
す
る
日
本
政
府
の
従
来
の
方
針
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
）
50
（
た
。
一
九
〇
八
年
九

月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
対
外
方
針
は
、
対
清
政
策
の
目
標
と
し
て
「
常
ニ
同
国
ニ
対
シ
優
勢
ナ
ル
地
位
」
を
占
め
、
満
州
に
つ
い
て
は

「
永
ク
現
在
ノ
状
態
ヲ
将
来
ニ
持
続
」
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
目
的
の
達
成
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ま
た
「
他
国
ノ
離

間
中
傷
其
間
ニ
入
ル
ノ
虞
ア
ル
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
清
国
側
の
対
日
感
情
の
悪
化
は
不
利
で
あ
る
と
し
て
い
）
51
（
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
平
時
ニ

於
テ
ハ
成
ル
ヘ
ク
同
国
官
民
ノ
悪
感
ヲ
挑
発
ス
ル
カ
如
キ
措
置
ヲ
避
ケ
専
ラ
名
ヲ
去
リ
実
ヲ
取
ル
ノ
方
法
ニ
依
リ
我
勢
力
ヲ
同
国
内
ニ
扶

植
」
す
る
の
が
日
本
政
府
の
基
本
姿
勢
だ
っ
た
の
で
あ
）
52
（

る
。
利
権
の
擁
護
や
拡
張
を
目
指
し
て
い
た
点
で
は
日
露
両
政
府
の
間
に
違
い
は

な
か
っ
た
が
、
日
本
政
府
に
と
っ
て
そ
れ
は
清
と
の
直
接
的
対
立
で
は
な
く
、
清
の
（
従
属
的
な
）
協
力
を
取
り
付
け
る
形
で
進
め
ら
れ

る
べ
き
だ
っ
た
。
小
村
に
し
て
も
、
日
本
政
府
が
「
此
種
交
渉
ニ
関
シ
常
ニ
主
義
上
露
国
政
府
ニ
適
当
ノ
援
助
ヲ
与
フ
ル
」
べ
き
立
場
に

あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
も
の
）
53
（
の
、
最
後
通
牒
の
提
出
や
軍
事
的
威
圧
を
前
提
と
し
た
ロ
シ
ア
政
府
の
交
渉
方
針
は
、
上
述
の
基
本
的
姿

勢
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
は
日
露
協
調
と
自
身
の
対
清
政
策
の
間
で
板
挟
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
小
村
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
該
件
交
渉
ノ
時
機
ニ
関
シ
考
慮
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
ル
」
こ
と
を
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ

に
伝
え
、
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
自
身
も
「
彼
ノ
如
キ
比
較
的
重
要
ナ
ラ
サ
ル
事
件
ノ
為
事
端
ヲ
開
ク
ハ
得
策
ニ
ア
ラ
ス
ト
思

考
」
し
、
自
制
を
求
め
る
小
村
に
同
調
し
て
い
た
と
い
）
54
（

う
。
も
ち
ろ
ん
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
本
国
政
府
に
送
っ
た
報
告
に
お

い
て
、
ロ
シ
ア
側
の
要
求
の
正
当
性
を
小
村
に
説
明
し
た
と
は
述
べ
て
い
る
が
、
同
時
に
、「
日
本
は
、
我
々
が
現
在
清
に
対
し
て
極
端
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に
強
硬
な
措
置
を
と
る
こ
と
に
関
し
、
好
意
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
」
が
小
村
か
ら
「
か
な
り
明
確
に 

﹇с больш
ой определенностью

﹈」
に
示
唆
さ
れ
た
と
し
、
日
本
側
の
懸
念
を
詳
細
に
伝
え
て
い
）
55
（

る
。
し
か
し
、
十
二
月
二
十
一
日
に
本
野

と
会
見
し
た
サ
ゾ
ノ
フ
は
、
日
本
側
の
懸
念
に
同
意
を
表
し
、
清
と
の
関
係
を
い
た
ず
ら
に
危
機
に
陥
れ
る
つ
も
り
は
な
い
主
張
し
つ
つ

も
、
む
し
ろ
強
硬
措
置
を
避
け
る
た
め
に
は
日
本
の
援
助
が
必
要
だ
と
述
べ
、
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
政
府
の

対
清
要
求
の
要
点
を
近
い
う
ち
に
日
本
政
府
に
も
通
知
す
る
と
伝
え
）
56
（

た
。
方
針
を
修
正
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
対
清
姿
勢
の
違
い
は
そ
の
後
も
残
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
九
一
一
年
二
月
十
六
日
、
ロ
シ
ア
の
最
後
通
牒
が
清
朝
政
府
に
提
出
さ
れ
た
。
最
後
通
牒
で
は
関
税
問
題
や
領
事
館
の
設
置
と
そ
の

権
限
の
確
認
な
ど
六
項
目
の
受
け
入
れ
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
清
朝
政
府
が
受
諾
を
拒
否
し
た
場
合
、
イ
リ
地
方
の
軍
事
占
領
を
実
施
す

る
計
画
だ
っ
）
57
（
た
。
提
出
前
日
の
二
月
十
五
日
に
は
サ
ゾ
ノ
フ
か
ら
本
野
に
対
し
、
最
後
通
牒
を
清
朝
政
府
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
清
朝
政
府
が
あ
く
ま
で
要
求
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
「
非
常
ノ
手
段
」
に
訴
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
）
58
（
た
。
サ
ゾ
ノ
フ

は
「
非
常
ノ
手
段
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
明
言
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
翌
十
六
日
に
本
野
は
、
具
体
的
に
は
イ
リ
地
方
の

占
領
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
存
外
速
や
か
に
実
行
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
警
告
を
小
村
に
送
っ
て
い
）
59
（
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
野
は
、
清
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
や
り
と
り
か
ら
サ
ゾ
ノ
フ
や
ロ
シ
ア
外
務
省
幹
部
が
清
の
実
情
を
十
分
に
理
解
し

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
て
お
り
、「
清
国
問
題
ニ
付
露
国
ヲ
シ
テ
帝
国
政
府
ノ
欲
ス
ル
所
ニ
遵
ヒ
テ
行
動
セ
シ
ム

ル
コ
ト
左
程
困
難
ナ
ラ
ス
」
と
み
て
い
）
60
（

た
。
本
野
は
詳
し
い
説
明
を
し
て
い
な
い
も
の
の
、
完
全
に
根
拠
を
欠
い
た
見
立
て
だ
っ
た
と
も

い
え
な
い
。
サ
ゾ
ノ
フ
は
、
前
任
者
の
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
危
機
を
め
ぐ
っ
て
政
府
内
で
の
立
場
を

失
い
、
外
交
政
策
に
関
す
る
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
の
発
言
力
が
増
す
な
か
で
、
両
者
と
も
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
人
物
と
し
て
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル

ブ
ル
ク
に
呼
び
戻
さ
れ
た
外
交
官
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
主
に
イ
ギ
リ
ス
と
バ
チ
カ
ン
の
公
館
に
勤
め
て
い
）
61
（

た
。
外
務
大
臣
に
就
任
す
る

ま
で
の
約
一
年
半
、
イ
ズ
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
の
も
と
で
外
務
次
官
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
と
は
い
え
、
駐
日
公
使
の
経
験
も
あ
る
前
任
者
と
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比
較
す
れ
ば
東
ア
ジ
ア
情
勢
に
関
す
る
理
解
が
浅
か
っ
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
事
実
だ
ろ
う
。
本
野
は
自
身
の
見
立
て
を
踏
ま
え
、
ロ
シ
ア

政
府
と
意
見
交
換
を
続
け
つ
つ
、
清
朝
政
府
側
に
は
ロ
シ
ア
の
要
求
を
あ
る
程
度
受
け
入
れ
る
よ
う
「
忠
告
」
を
与
え
て
は
ど
う
か
と
小

村
に
進
言
し
て
い
）
62
（
る
。
日
本
政
府
の
希
望
に
沿
う
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
政
府
と
清
朝
政
府
の
間
で
事
態
を
あ
る
程
度
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
よ

う
勧
め
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
本
野
の
進
言
は
日
本
政
府
の
基
本
的
な
対
処
方
針
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
二
月
十
七
日
、
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
、
清
朝
政
府
へ
の
最
後
通
牒
提
出
に
つ
い
て
改
め
て
日
本
政
府
に
通
告
を
行
っ
た
。

小
村
は
ロ
シ
ア
政
府
の
立
場
に
理
解
を
示
し
、
清
朝
政
府
に
対
し
て
日
本
か
ら
も
忠
告
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
と
同
時
に
、
前
年
十
二

月
十
六
日
の
会
見
に
言
及
し
つ
つ
、
満
州
で
ペ
ス
ト
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
て
、「
日
露
両
国
ハ
努
メ
テ
清
国
ト
協
力
ス
ル
ノ

必
要
ア
ル
折
ナ
ル
ヲ
以
テ
旁
露
国
ニ
於
テ
ハ
此
際
成
ル
ヘ
ク
清
国
ト
ノ
危
機
ヲ
催
進
ス
ル
カ
如
キ
措
置
ヲ
取
ル
コ
ト
ヲ
避
ケ
ラ
ル
ル
方
得

策
ナ
リ
」
と
述
べ
）
63
（
た
。
そ
の
一
方
で
本
多
熊
太
郎
駐
清
代
理
公
使
に
訓
令
を
発
し
、
露
清
間
に
危
機
を
生
じ
れ
ば
、
清
に
と
っ
て
だ
け
で

な
く
、「
東
洋
ノ
大
局
」
に
と
っ
て
も
非
常
に
望
ま
し
く
な
い
事
態
に
な
る
と
の
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、
清
朝
政
府
に
対
し
て
「
最
確

実
ナ
ル
方
面
ヨ
リ
露
国
政
府
カ
其
主
張
ヲ
貫
徹
ス
ル
為
断
呼
タ
ル
決
心
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
確
知
」
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
可
能
な
限
り

妥
協
的
姿
勢
を
示
す
よ
う
「
好
諠
上
」
の
勧
告
を
行
う
こ
と
を
指
示
し
）
64
（
た
。
後
に
小
村
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
政
府
は
「
事

端
ヲ
滋
々
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ハ
力
メ
テ
之
ヲ
防
止
ス
ル
ノ
必
要
ヲ
認
メ
今
回
ノ
露
清
争
議
ニ
関
シ
テ
モ
一
面
露
国
政
府
ニ
向
テ
可
成
危
機

ノ
醸
成
ヲ
避
ケ
ム
コ
ト
ヲ
促
ス
ト
共
ニ
一
面
清
国
政
府
ニ
対
シ
誠
意
妥
協
ヲ
遂
ク
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
勧
告
」
す
る
方
針
を
と
っ
た
の
で
あ
）
65
（
る
。

　
サ
ゾ
ノ
フ
は
一
九
一
〇
年
十
二
月
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
Ｋ
・
ベ
ン
ケ
ン
ド
ル
フ
駐
英
大
使
に
、
対
清
交
渉
の
成
否
は
日
本
政
府
だ
け

で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
態
度
如
何
に
も
左
右
さ
れ
る
と
書
き
送
っ
て
い
）
66
（

た
。
小
村
も
事
態
を
同
様
に
み
て
い
た
よ
う
で
、
露
清
両
国

へ
の
働
き
か
け
に
加
え
、
加
藤
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
見
解
も
問
い
合
わ
せ
て
い
）
67
（
る
。
し
か
し
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
グ
レ
イ
英
外
務
大

臣
は
、
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
満
州
に
お
い
て
は
軍
事
行
動
は
行
わ
な
い
と
の
確
約
を
内
密
に
受
け
取
っ
て
い
る
と
し
て
介
入
し
な
い
方
針
で

あ
る
こ
と
を
加
藤
に
明
ら
か
に
し
）
68
（
た
。
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一
九
一
一
年
二
月
十
九
日
、
本
多
は
軍
機
大
臣
の
那
桐
と
会
見
し
、「
好
意
ニ
基
ク
所
謂
兄
弟
間
ノ
勧
告
」
で
あ
っ
て
干
渉
の
意
図
は

な
い
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
ロ
シ
ア
に
妥
協
的
態
度
を
示
す
べ
き
と
の
日
本
政
府
の
立
場
を
伝
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
那
か
ら
は
、
日
本

の
勧
告
に
従
う
つ
も
り
で
あ
る
と
の
反
応
を
得
て
い
）
69
（
る
。
一
方
、
本
野
か
ら
小
村
の
立
場
を
伝
え
ら
れ
た
サ
ゾ
ノ
フ
は
、
ロ
シ
ア
政
府
の

措
置
は
あ
く
ま
で
清
が
ロ
シ
ア
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
迅
速
な
是
正
を
望
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い

と
繰
り
返
し
つ
つ
も
、
清
朝
政
府
は
妥
協
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
と
し
て
、
日
本
政
府
の
支
援
に
感
謝
を
述
べ
）
70
（

た
。
二
月
二
十
日
に
は
、
清

朝
政
府
か
ら
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
に
対
し
、
ロ
シ
ア
の
要
求
を
基
本
的
に
受
け
入
れ
る
内
容
の
回
答
が
提
出
さ
れ
、
加
え
て
サ
ン
ク
ト
ペ
テ

ル
ブ
ル
ク
条
約
改
訂
問
題
に
つ
い
て
も
部
分
的
な
修
正
を
求
め
る
の
み
に
と
ど
め
る
方
針
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
）
71
（

た
。
翌
二
月
二
十
一

日
に
本
多
は
こ
れ
で
露
清
間
の
緊
張
は
緩
和
さ
れ
た
よ
う
だ
と
小
村
に
報
告
し
て
い
）
72
（
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
の
最
後
通
牒
を
め
ぐ
る
問
題
は
二
月
末
に
は
、
日
露
協
調
、
日
清
関
係
双
方
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
形
で

解
決
を
み
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
シ
ア
政
府
は
、
清
朝
政
府
が
要
求
を
大
枠
で
受
け
入
れ
な
が
ら
、
茶
貿
易
や
領
事
館

設
置
の
問
題
な
ど
細
か
い
点
を
め
ぐ
っ
て
依
然
と
し
て
抵
抗
を
示
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
後
も
不
満
を
募
ら
せ
て
い
）
73
（

た
。
三
月
十
日
及

び
十
二
日
に
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
は
本
野
に
、
露
清
間
の
交
渉
に
進
展
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
再
度
最
後
通
牒
を
提
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

示
唆
し
、
こ
れ
を
受
け
て
本
野
か
ら
小
村
へ
、
ロ
シ
ア
軍
の
清
領
土
内
へ
の
進
駐
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
た
め
、
日
本
政
府
と
し
て

も
清
朝
政
府
に
対
し
て
何
ら
か
の
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
電
報
が
送
ら
れ
）
74
（
た
。
そ
の
後
、
三
月
十
三
日
に
今
度
は

ア
ナ
ト
リ
ー
・
Ａ
・
ネ
ラ
ト
フ
外
務
次
官
か
ら
本
野
に
、
近
く
最
後
通
牒
を
提
出
す
る
方
針
で
あ
る
と
の
内
報
が
あ
っ
）
75
（

た
。
そ
し
て
三
月

二
十
四
日
に
は
実
際
に
、
二
月
十
六
日
に
提
出
さ
れ
た
要
求
の
全
面
的
な
受
け
入
れ
と
、
そ
の
誠
実
な
実
行
を
求
め
る
最
後
通
牒
が
三
月

二
十
八
日
を
回
答
期
限
と
し
て
清
朝
政
府
に
突
き
つ
け
ら
れ
、
危
機
が
再
燃
す
る
こ
と
と
な
）
76
（
る
。

　
も
っ
と
も
、
本
多
に
よ
れ
ば
、
三
月
半
ば
時
点
で
清
朝
政
府
は
妥
協
的
姿
勢
を
み
せ
て
お
り
、
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
も
交
渉
の
成
り
行
き

に
「
満
足
ノ
体
」
で
あ
る
な
ど
、
北
京
に
お
け
る
交
渉
の
状
況
は
本
野
の
報
告
す
る
ロ
シ
ア
政
府
内
の
理
解
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
と
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い
）
77
（
う
。
そ
の
後
三
月
二
十
日
に
も
本
多
は
、
依
然
交
渉
が
続
い
て
い
る
と
は
い
え
、
ロ
シ
ア
の
要
求
は
概
ね
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、

コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
が
「
時
局
ハ
良
好
ナ
ラ
ス
ト
セ
ス
」
と
述
べ
て
い
た
と
報
告
し
て
い
）
78
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
側
か
ら
み
れ
ば
、
ロ
シ
ア

政
府
に
よ
る
二
度
目
の
最
後
通
牒
提
出
は
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
り
、
本
多
は
「
露
国
今
回
ノ
行
動
ハ
全
然
条
理
ヲ
以
テ
了
解
ス
ヘ
カ
ラ

サ
ル
不
思
議
」
で
あ
る
述
べ
て
い
）
79
（
た
。
ま
た
、
ロ
シ
ア
政
府
は
満
州
で
の
軍
事
行
動
を
行
わ
な
い
旨
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
約
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
述
す
る
中
東
鉄
道
沿
線
へ
の
増
兵
を
開
始
し
た
め
、
グ
レ
イ
も
加
藤
に
、
露
清
交
渉
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
政
府
の
動
き

に
対
す
る
不
信
感
を
漏
ら
し
て
い
）
80
（
た
。
小
村
も
三
月
二
十
七
日
付
の
電
報
で
、
最
近
の
「
露
国
ノ
態
度
ハ
解
シ
難
キ
嫌
ナ
キ
ニ
ア
ラ
サ

ル
」
と
し
て
、
ロ
シ
ア
側
の
事
情
を
探
る
よ
う
指
示
し
）
81
（

た
。
実
は
こ
の
頃
ロ
シ
ア
側
で
は
サ
ゾ
ノ
フ
が
重
病
の
た
め
職
務
を
離
れ
て
い
）
82
（

た
。

本
野
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
に
加
え
て
、
後
述
す
る
よ
う
な
満
州
情
勢
へ
の
懸
念
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
も
と
も
と
サ
ゾ
ノ
フ

よ
り
も
強
硬
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
が
ロ
シ
ア
政
府
内
で
発
言
力
を
強
め
た
よ
う
だ
と
の
報
告
を
送
っ
て
い
）
83
（
る
。

　
三
月
二
十
四
日
、
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
か
ら
二
度
目
の
最
後
通
牒
の
提
出
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
た
小
村
は
、
清
と
の
関
係

を
悪
化
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
従
来
の
立
場
を
繰
り
返
し
伝
え
る
と
同
時
に
本
多
に
対
し
て
訓
令
を
発
し
、
ロ
シ
ア
政
府
の
強
硬

姿
勢
を
軽
視
せ
ず
、「
東
亜
ノ
大
局
ニ
鑑
ミ
可
成
速
カ
ニ
露
国
政
府
ノ
要
求
ヲ
容
レ
事
局
ヲ
解
決
ス
ル
ノ
絶
対
的
ニ
必
要
ナ
ル
ヲ
信
ス
ル

趣
」
を
清
朝
政
府
に
伝
達
す
る
よ
う
指
示
し
）
84
（

た
。

　
清
朝
政
府
内
に
は
国
民
に
蜂
起
を
訴
え
、
ロ
シ
ア
に
対
抗
す
べ
き
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
結
局
再
度
の
譲
歩
を
示
し
）
85
（
た
。
三
月
二
十

七
日
に
要
求
を
全
て
受
け
入
れ
る
旨
の
回
答
書
が
ロ
シ
ア
側
に
提
出
さ
れ
、
翌
二
十
八
日
に
は
ネ
ラ
ト
フ
か
ら
本
野
へ
、
清
朝
政
府
か
ら

満
足
い
く
回
答
に
接
し
た
旨
が
伝
え
ら
れ
）
86
（

た
。
清
朝
政
府
が
ロ
シ
ア
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
開
始
さ
れ
た
サ
ン
ク
ト
ペ

テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
の
改
訂
交
渉
は
、
そ
の
後
辛
亥
革
命
を
挟
ん
で
継
続
さ
れ
た
が
、
一
九
一
二
年
九
月
に
ロ
シ
ア
政
府
が
交
渉
中
止
と
条

約
の
十
年
間
の
延
長
を
一
方
的
に
通
告
し
た
こ
と
で
終
了
す
る
こ
と
に
な
）
87
（

る
。

　
最
後
通
牒
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ロ
シ
ア
の
軍
事
的
威
圧
と
日
本
の
「
好
諠
上
」
の
圧
力
を
通
じ
て
、
ロ
シ
ア
の
要
求
を
清
に
受
け
入
れ
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さ
せ
る
形
で
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
清
に
対
す
る
日
露
協
調
の
成
功
例
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
日
清
関

係
の
観
点
か
ら
も
日
本
政
府
の
満
足
す
べ
き
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
。
三
月
二
十
九
日
に
は
那
か
ら
本
多
に
、
日
本
政
府
の
対
応
に

対
す
る
謝
意
が
示
さ
れ
て
お
）
88
（
り
、
伊
集
院
彦
吉
駐
清
公
使
は
一
九
一
一
年
五
月
に
清
を
訪
れ
た
原
に
対
し
、
清
側
は
第
二
次
日
露
協
約
締

結
後
、
両
国
へ
の
疑
念
を
強
め
て
い
た
が
、
露
清
懸
案
交
渉
に
お
け
る
対
応
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
疑
念
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
た
と
の

評
価
を
述
べ
て
い
た
と
い
）
89
（

う
。
露
清
交
渉
が
日
清
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
は
避
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
問
題
は
対
清
政
策
に
関
す
る
日
露
間
の
潜
在
的
な
対
立
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
日
本
政
府
の
主
な
関
心
は
清

朝
政
府
の
譲
歩
を
引
き
出
す
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
露
清
間
の
緊
張
が
日
清
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
避
け
つ
つ
、
ロ
シ
ア

に
よ
る
イ
リ
地
方
の
軍
事
占
領
が
実
現
す
る
前
に
事
態
を
収
拾
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
潜
在
的
な
ず
れ
を
表
面
化

さ
せ
な
い
形
で
処
理
し
得
た
こ
と
自
体
、
協
調
の
成
果
だ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
点
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
日
本
の
行
動
は
清
に
対
す
る
認
識
や
利
害
を
ロ
シ
ア
と
共
有
し
て
い
た
ゆ
え
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
共
通
利
益
に
基
づ

く
援
助
と
い
う
よ
り
も
、
危
機
管
理
と
呼
ぶ
べ
き
性
格
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
っ
た
。
最
後
通
牒
の
問
題
を
め
ぐ
る
日
露
協
調
の

成
功
は
、
対
清
関
係
に
関
す
る
ほ
か
の
問
題
に
お
い
て
も
日
露
両
国
が
協
力
し
得
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
次
章
で
み
る
よ
う
に
、
日
露
協
調
の
本
丸
で
あ
る
は
ず
の
満
州
問
題
を
め
ぐ
っ
て
日
露
の
立
場
の
違
い
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
　
満
州
へ
の
飛
び
火

　
露
清
関
係
の
悪
化
は
、
一
九
一
一
年
三
月
に
入
る
と
中
東
鉄
道
の
安
全
を
め
ぐ
る
問
題
へ
と
発
展
し
た
。

　
も
と
も
と
ロ
シ
ア
軍
内
に
は
、
清
軍
が
外
国
製
の
小
銃
や
野
砲
を
配
備
し
、
近
代
化
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
警
戒
感
が
存
在
し

て
い
）
90
（
た
。
こ
う
し
た
脅
威
認
識
は
清
軍
自
体
の
軍
事
的
能
力
に
対
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
程
度
ま
で
対
日
警
戒
感
と
結
び
つ
い
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た
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
後
に
白
軍
の
指
導
者
の
一
人
と
な
る
ア
ン
ト
ン
・
Ｉ
・
デ
ニ
ー
キ
ン
は
一
九
〇
八
年
に
「
露
清
問
題
」
と

い
う
冊
子
を
出
版
し
て
清
の
脅
威
を
訴
え
て
い
る
が
、
結
論
部
分
で
は
次
の
よ
う
に
も
論
じ
て
い
る
。

私
は
極
東
に
お
け
る
我
々
の
戦
略
的
地
位
を
検
討
す
る
な
か
で
、
い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
り
、
問
題
を
露
清
関
係
の
枠
内
に
と
ど
め
た
。
し
か
し
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
極
東
政
策
の
分
野
に
お
け
る
よ
り
重
要
な
別
の
要
因

―
日
本

―
に
も
繰
り
返
し
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
在

の
日
清
間
の
緊
張
関
係
は
い
わ
ば
内
部
的
な
問
題
で
あ
り
、
清
内
の
強
力
な
親
日
本
派
勢
力
の
影
響
の
も
と
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。﹇
略
﹈
こ
の
両
国
の
利
害
は
ロ
シ
ア
に
関
し
て
疑
い
な
く
一
致
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
は
〝
威
力
偵
察
〞（
清
）
に
過
ぎ
な
い

に
せ
よ
、
あ
る
い
は
〝
総
力
戦
〞（
清
と
日
本
）
に
せ
よ
、
武
力
衝
突
を
招
き
得
）
91
（

る
。

デ
ニ
ー
キ
ン
に
と
っ
て
、
清
の
脅
威
は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
清
自
体
は
「
連
合
の
前
衛
﹇авангард 

коалиции

﹈」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
）
92
（
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
は
第
二
次
日
露
協
約
締
結
さ
れ
る
一
九
一
〇
年
半
ば
時
点
で
ロ
シ
ア
陸
軍
内
に
概
ね
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
方
面
で
の
ロ
シ
ア
参
謀
本
部
総
局
の
活
動
を
扱
っ
た
ア
レ
ッ
ク
ス
・
マ
ー
シ
ャ
ル
の
研
究
で
は
、
清
軍
の
近
代
化
に
対
す
る
ロ
シ

ア
側
の
脅
威
認
識
を
示
す
も
の
と
し
て
一
九
一
〇
年
六
月
付
の
ス
ホ
ム
リ
ノ
フ
の
命
令
書
が
引
用
さ
れ
て
い
）
93
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

か
ら
は
日
本
へ
の
警
戒
感
も
ま
た
明
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
命
令
書
は
陸
軍
の
改
編
に
関
連
し
て
プ
リ
ア
ム
ー
ル
軍

管
区
、
オ
ム
ス
ク
軍
管
区
及
び
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
軍
管
区
に
送
ら
れ
た
も
の
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
を
そ
の
前
後
も
含
め

て
訳
出
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

シ
ベ
リ
ア
の
諸
軍
管
区
軍
司
令
官
に
与
え
ら
れ
た
一
九
〇
七
年
の
勅
命
で
は
、
主
に
日
本
一
国
と
我
々
と
の
衝
突
の
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
現



辛亥革命前夜の露清関係悪化と日露協調

63

在
我
々
は
、
近
年
軍
事
力
を
著
し
く
向
上
さ
せ
た
清
も
ま
た
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
が
我
々
と
の
一
騎
打
ち
の
リ
ス
ク
を
冒
す
可
能
性
は
お

そ
ら
く
な
い
も
の
の
、
日
本
と
我
々
の
戦
闘
に
お
い
て
公
然
あ
る
い
は
秘
密
の
同
盟
国
と
し
て
日
本
側
に
つ
く
こ
と
は
極
め
て
起
こ
り
得
）
94
（
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
清
に
対
す
る
警
戒
感
と
日
本
に
対
す
る
そ
れ
と
の
結
び
つ
き
は
、
先
述
の
一
九
一
〇
年
十
二
月
二
日
の
大
臣
評
議
会
会

合
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
た
。
会
合
の
場
で
ス
ホ
ム
リ
ノ
フ
は
、
自
身
の
得
て
い
る
情
報
に
よ
れ
ば
日
本
が
南
満
州
併
合
に
向
け
て
動

い
て
お
り
、
加
え
て
清
は
中
東
鉄
道
遮
断
を
意
図
し
て
在
満
州
兵
力
の
再
編
を
行
う
と
同
時
に
満
州
へ
の
移
民
も
進
め
て
い
る
と
主
張
し
、

満
州
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
地
位
が
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
訴
え
た
。
ス
ホ
ム
リ
ノ
フ
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
状
況
に
加
え
、

ロ
シ
ア
本
土
か
ら
満
州
へ
部
隊
を
派
遣
す
る
際
の
地
理
上
の
要
因
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
戦
時
に
ロ
シ
ア
軍
を
満
州
に
展
開
さ
せ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
窮
地
を
脱
す
る
た
め
の
解
決
策
は
、
日
本
と
の
合
意
の
も
と
北
満
州
を
近
く
併
合
し
て
し
ま
う
こ
と

だ
っ
）
95
（

た
。
し
か
し
、
大
臣
評
議
会
は
長
期
的
な
選
択
肢
と
し
て
北
満
州
併
合
が
あ
り
得
る
こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
こ
の
時
点
で
の
併
合

は
受
け
入
れ
な
か
っ
）
96
（
た
。
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
日
露
協
約
の
成
立
に
よ
っ
て
、
日
本
と
清
が
ロ
シ
ア
に
対
す
る
軍
事
同
盟

を
結
ぶ
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
清
軍
単
体
で
あ
れ
ば
、
国
境
警
備
隊
や
極
東
方
面
の
各
軍
管
区
軍
で
十
分
対
応
が
可
能

な
の
で
あ
）
97
（
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
政
府
内
の
そ
の
よ
う
な
認
識
は
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
改
訂
に
関
連
す
る
最
後
通
牒
を
め
ぐ
っ
て
露

清
間
の
緊
張
が
高
ま
る
な
か
で
多
少
修
正
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
月
二
十
四
日
に
本
野
と
会
見
し
た
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
は
、
中
東
鉄
道
沿

線
の
重
要
地
点
に
お
い
て
清
が
増
兵
を
行
っ
て
い
る
と
の
報
告
が
ハ
ル
ビ
ン
か
ら
よ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
ロ
シ
ア
政
府
内
で
対

応
措
置
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
伝
え
）
98
（

た
。
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
一
旦
は
中
東
鉄
道
守
備
兵
力
の
増
強
が
検
討
さ
れ
た
も

の
の
、
結
局
こ
れ
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
見
合
わ
せ
、
義
和
団
事
件
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
出
兵
準
備
の
み
を

進
め
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
同
日
、
小
村
に
対
し
て
は
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
か
ら
、
清
朝
政
府
へ
の



法学政治学論究　第140号（2024.3）

64

最
後
通
牒
の
提
出
に
関
連
し
て
「
清
国
人
ニ
於
テ
東
清
鉄
道
破
壊
ノ
企
テ
ナ
キ
ヲ
保
セ
サ
ル
」
と
の
情
報
が
あ
る
こ
と
及
び
、
中
東
鉄
道

沿
線
の
一
部
地
点
に
お
い
て
清
軍
の
兵
数
が
ロ
シ
ア
軍
の
兵
数
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
鉄
道
収
用

地
に
増
兵
を
行
う
方
針
で
あ
る
と
内
報
が
行
わ
れ
て
い
）
99
（
た
。
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
予
定
さ
れ
る
増
兵
が
あ
く
ま
で
鉄
道
の
安

全
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
侵
略
的
意
図
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
う
え
で
、
鉄
道
守
備
兵
数
の
上
限
を
定

め
た
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
の
追
加
約
款
に
と
ら
わ
れ
ず
、
ロ
シ
ア
側
の
措
置
を
容
認
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
少
な
く
と
も
ハ
ル
ビ
ン
現

地
に
動
揺
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
っ
た
よ
う
で
、
三
月
二
十
七
日
、
川
上
俊
彦
駐
ハ
ル
ビ
ン
総
領
事
は
、
露
清
開
戦
は
な
い
と
し

て
も
馬
賊
や
暴
徒
の
蜂
起
が
発
生
す
る
可
能
性
は
あ
る
と
の
懸
念
が
広
ま
っ
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
彼
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
在
留
ロ

シ
ア
人
の
間
に
は
家
族
を
帰
国
さ
せ
る
動
き
や
信
用
取
引
の
手
控
え
が
生
じ
て
お
り
、
自
警
団
の
結
成
も
進
め
ら
れ
て
い
た
と
い
）
100
（
う
。
小

村
は
清
に
対
す
る
強
硬
な
措
置
が
清
国
内
の
情
勢
に
悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
繰
り
返
し
警
告
し
て
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
懸

念
が
ロ
シ
ア
側
に
お
い
て
極
端
な
形
で
実
感
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
三
月
二
十
四
日
の
会
見
で
小
村
は
中
東
鉄
道
守
備
兵
力
の
増
強
に
つ
い
て
は
政
府
内
で
検
討
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
回
答
で
き
な
い
と

述
べ
て
い
た
）
101
（
が
、
早
く
も
翌
二
十
五
日
に
は
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
に
、
増
兵
の
規
模
を
必
要
な
範
囲
内
に
と
ど
め
る
こ
と
、
状

況
が
改
善
し
た
場
合
、
直
ち
に
撤
兵
す
る
こ
と
、
加
え
て
南
満
州
鉄
道
に
つ
い
て
同
様
の
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
日
本
側
守
備
兵
力
の

増
強
に
ロ
シ
ア
政
府
が
反
対
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
旨
を
付
し
つ
つ
、
ロ
シ
ア
側
守
備
兵
力
の
増
員
を
容
認
す
る
と
の
回
答
書
を
手
渡

し
）
102
（

た
。
日
本
政
府
は
消
極
的
に
せ
よ
要
請
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
清
側
に
よ
る
中
東
鉄
道
破
壊
の
企
図
と
い
う
ロ
シ
ア
側
の
懸

念
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
川
上
は
三
月
半
ば
、
中
東
鉄
道
当
局
者
か
ら
清
側
が
武
器
弾
薬
の
集
積
を
行
っ
て
い
る
と

の
情
報
提
供
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
当
時
流
行
し
て
い
た
ペ
ス
ト
に
関
連
し
て
防
疫
措
置
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
清
軍
部
隊
が
ペ
ス

ト
収
束
後
も
駐
屯
を
続
け
る
と
い
う
情
報
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
つ
つ
も
、
そ
の
目
的
は
第
二
次
日
露
協
約
締
結
や
ロ
シ
ア
政
府
の
最
後

通
牒
を
背
景
と
し
て
防
備
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
ペ
ス
ト
流
行
に
伴
う
治
安
悪
化
に
対
処
す
る
こ
と
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
）
103
（
た
。
本
多
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に
至
っ
て
は
、
ロ
シ
ア
政
府
は
北
満
州
に
お
け
る
清
軍
の
動
き
に
つ
い
て
「
誇
大
ノ
情
報
ヲ
供
給
セ
ラ
レ
之
ヲ
過
重
視
」
し
て
い
る
よ
う

だ
と
評
価
し
て
い
）
104
（

る
。
小
村
に
し
て
も
ロ
シ
ア
側
の
懸
念
を
額
面
ど
お
り
に
は
受
け
止
め
て
お
ら
ず
、
露
清
交
渉
で
の
ロ
シ
ア
の
強
硬
姿

勢
に
も
触
れ
つ
つ
、「
北
満
ニ
於
ケ
ル
形
勢
ヲ
重
視
シ
急
遽
増
兵
ヲ
実
行
セ
ム
ト
ス
ル
カ
如
キ
其
行
動
聊
常
調
ヲ
脱
ス
ル
ヤ
ノ
嫌
ナ
キ
ニ

ア
ラ
ス
」
と
述
べ
て
い
）
105
（
た
。

　
三
月
末
に
清
朝
政
府
が
ロ
シ
ア
政
府
の
二
度
目
の
最
後
通
牒
を
受
け
入
れ
る
と
、
日
本
の
目
に
は
事
態
が
沈
静
化
し
た
よ
う
に
映
っ
た
。

四
月
五
日
付
の
電
報
で
川
上
は
中
東
鉄
道
沿
線
の
状
況
は
増
兵
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ロ
シ
ア
軍
の
増

強
は
継
続
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
報
告
し
て
お
）
106
（

り
、
在
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
総
領
事
館
か
ら
も
、
ロ
シ
ア
軍
の
動
き
に
つ
い
て
「
昨
今
平
穏

何
等
聞
ク
所
ナ
シ
」
と
の
電
報
が
届
け
ら
れ
て
い
）
107
（
た
。
そ
の
後
の
在
ハ
ル
ビ
ン
総
領
事
館
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
領
内
で
軍
部
隊
の

戦
闘
準
備
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
も
の
の
、
中
東
鉄
道
沿
線
に
実
際
に
増
派
さ
れ
た
兵
力
は
四
千
人
規
模
に
と
ど
ま
っ
た
と

い
）
108
（
う
。

　
し
か
し
実
際
は
、
ロ
シ
ア
側
で
は
事
態
が
完
全
に
解
決
し
た
と
は
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ロ
シ
ア
参
謀
本
部
総
局
は
四
月
初
め
に
も
現

地
か
ら
の
情
報
を
も
と
に
清
軍
が
中
東
鉄
道
沿
線
へ
の
攻
撃
を
準
備
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
）
109
（
た
。
四
月
二
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
特
別

審
議
会
で
は
、
満
州
に
お
い
て
清
の
軍
備
に
制
限
を
課
す
こ
と
を
目
的
に
日
本
政
府
と
協
議
を
行
う
こ
と
、
軍
備
制
限
に
関
す
る
対
清
交

渉
上
必
要
で
あ
れ
ば
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
条
約
改
訂
問
題
に
関
連
し
て
集
結
さ
せ
て
い
た
軍
部
隊
を
利
用
し
て
軍
事
的
威
圧
を
実

施
す
る
こ
と
、
ま
た
仮
に
日
本
と
の
協
議
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
、
中
東
鉄
道
の
守
備
兵
力
を
増
強
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
）
110
（

た
。

　
四
月
二
十
六
日
、
ネ
ラ
ト
フ
は
本
野
に
対
し
、
清
が
満
州
に
お
い
て
軍
備
拡
張
を
図
っ
て
お
り
、「
日
露
両
国
ト
衝
突
ノ
危
険
ナ
キ
ヲ

保
シ
難
キ
形
勢
」
に
あ
る
と
主
張
し
、
清
に
対
し
て
警
告
を
発
す
る
た
め
、
日
露
間
で
意
見
交
換
を
行
い
た
い
と
述
べ
）
111
（
た
。
こ
れ
に
対
し

て
本
野
は
、
対
清
政
策
に
つ
い
て
日
露
間
で
意
見
交
換
を
行
う
必
要
性
に
は
個
人
的
同
意
を
表
し
つ
つ
も
、
清
が
ロ
シ
ア
に
脅
威
を
投
げ

か
け
て
い
る
と
い
う
見
方
に
は
懐
疑
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
五
月
五
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
た
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
が
、「
清



法学政治学論究　第140号（2024.3）

66

国
政
府
ニ
於
テ
東
清
鉄
道
ニ
接
近
シ
タ
ル
重
要
ノ
地
点
ニ
近
来
集
中
シ
タ
ル
兵
員
ヲ
撤
退
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
露
国
政
府
ハ
鉄
道
守
備
兵

ヲ
増
加
ス
ル
ノ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
旨
ノ
通
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
﹇
中
略
﹈
閣
議
決
定
」
し
た
と
、
ロ
シ
ア
政
府
の
方
針
を
よ
り

は
っ
き
り
と
本
野
に
伝
え
て
い
）
112
（
た
。

　
他
方
東
京
で
は
、
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
が
複
数
回
に
わ
た
っ
て
小
村
と
会
見
を
行
い
、
満
州
に
お
け
る
軍
備
制
限
の
問
題
を

取
り
上
げ
て
い
）
113
（

た
。
ま
ず
五
月
四
日
の
会
見
に
お
い
て
彼
は
、
清
軍
が
中
東
鉄
道
に
対
す
る
脅
威
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
し
て
小
村
は
満
州
の
日
本
領
事
館
か
ら
そ
の
よ
う
な
情
報
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
し
、
清
が
日
本
と
ロ
シ
ア
に
対
し
て
何
ら

か
の
敵
対
的
な
意
図
を
も
っ
て
い
る
と
の
見
方
や
中
東
鉄
道
の
破
壊
を
企
図
し
て
い
る
と
い
う
見
立
て
を
否
定
し
た
う
え
で
、
清
を
刺
激

す
る
よ
う
な
行
動
は
慎
む
べ
き
で
あ
り
、
日
露
両
国
に
と
っ
て
最
良
の
政
策
は
、
清
を
「
そ
っ
と
し
て
お
く
こ
と
﹇let them

 alone

﹈」
で

あ
る
と
主
張
し
た
。
小
村
に
よ
れ
ば
、
満
州
権
益
が
現
実
に
脅
か
さ
れ
た
場
合
に
は
日
本
は
ロ
シ
ア
と
共
同
行
動
を
と
る
も
の
の
、
当
面

は
「
静
か
に
し
て
お
く
こ
と
﹇to be quiet
﹈」
が
そ
の
基
本
方
針
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
、
一
九
一

〇
年
末
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
四
国
借
款
団
に
よ
る
対
清
借
款
計
）
114
（

画
へ
の
対
応
策
と
軍
備
制
限
の
問
題
を
抱
き
合
わ
せ
る
と
い
う
ネ
ラ

ト
フ
の
方
針
に
従
い
、
五
月
十
一
日
に
再
度
小
村
と
会
見
を
行
っ
た
。
ネ
ラ
ト
フ
の
構
想
は
、
四
国
借
款
団
で
は
な
く
日
露
両
国
が
借
款

を
引
き
受
け
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
清
朝
政
府
に
満
州
の
現
状
維
持
を
定
め
る
日
露
清
三
か
国
間
条
約
の
締
結
を
迫
る
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
し
か
し
、
小
村
は
、
そ
の
よ
う
な
三
か
国
条
約
締
結
の
た
め
に
は
「
率
直
さ
及
び
友
情
を
基
礎
と
し
た
当
事
者
間
の
相
互
信

頼
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
清
と
の
間
に
そ
の
よ
う
な
関
係
は
構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
満
州
問
題
に
関
す
る
ロ
シ
ア
と
日
本
の
あ
ら
ゆ
る

共
同
措
置
は
、
清
で
は
直
ち
に
同
国
の
主
権
に
対
す
る
侵
害
や
侵
略
計
画
な
ど
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
主
張
し
た
。
こ
こ
か
ら

も
分
か
る
と
お
り
、
小
村
の
理
解
で
は
「
我
々
と
清
と
の
良
好
な
関
係
は
、
我
々
の
最
重
要
の
政
治
的
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
我
々
自

身
に
と
っ
て
必
要
」
な
の
で
あ
る
。
五
月
十
六
日
の
会
見
で
も
小
村
は
同
様
の
見
解
を
繰
り
返
し
た
う
え
で
、
日
本
政
府
と
し
て
従
来
の

対
清
政
策
に
変
更
を
加
え
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
小
村
に
い
わ
せ
れ
ば
、「
露
清
懸
案
ニ
関
ス
ル
交
渉
切
迫
ノ
際
帝



辛亥革命前夜の露清関係悪化と日露協調

67

国
ノ
取
リ
タ
ル
態
度
モ
亦
此
方
針
ニ
依
ル
ニ
外
ナ
ラ
」
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
日
本
政
府
の
や
り
方
に
一
定
の
利
が
あ
る
こ
と
を

証
明
し
て
い
た
の
で
あ
っ
）
115
（

た
。
小
村
と
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
の
や
り
取
り
を
受
け
て
、
五
月
二
十
日
、
ネ
ラ
ト
フ
は
本
野
を
通

し
て
反
論
を
行
っ
た
。
彼
は
、
清
朝
政
府
の
満
州
に
お
け
る
行
動
は
日
露
両
国
に
対
し
て
非
友
好
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
小
村
の
対
清

認
識
を
否
定
し
、
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
満
州
へ
の
植
民
を
奨
励
し
て
い
る
こ
と
や
中
東
鉄
道
沿
線
の
重
要
地
点
に
兵
力
を
集
中
さ
せ

て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
が
、
本
野
は
小
村
と
同
様
の
説
明
を
繰
り
返
し
、
折
り
合
い
は
つ
か
な
か
っ
）
116
（

た
。
ネ
ラ
ト
フ
は
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
及

び
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
に
宛
て
た
五
月
二
十
三
日
付
の
書
簡
で
以
上
の
よ
う
な
日
本
側
と
の
や
り
取
り
に
言
及
し
つ
つ
、
日
本
政
府
は
清
軍
の

近
代
化
を
脅
威
と
は
み
な
し
て
お
ら
ず
、
近
い
将
来
に
お
い
て
も
脅
威
に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
と
報
告
し
）
117
（

た
。

　
麻
田
は
、
辛
亥
革
命
前
夜
に
お
い
て
日
露
間
の
脅
威
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
広
が
っ
て
い
た
と
し
、
ロ
シ
ア
が
清
へ
の
警
戒
感
を
強
め
る

一
方
、
日
本
は
あ
く
ま
で
ロ
シ
ア
へ
の
脅
威
に
着
目
し
続
け
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
）
118
（
る
。
こ
こ
に
は
あ
る
程
度
の
明
確
化
が
必
要
だ
と
思

わ
れ
る
。
ロ
シ
ア
は
清
へ
の
警
戒
を
強
め
て
い
た
が
、
上
述
の
と
お
り
、
そ
れ
は
主
に
中
東
鉄
道
の
安
全
や
満
州
へ
の
植
民
な
ど
北
満
州

に
お
け
る
地
位
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
領
土
が
直
接
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
懸
念
で
は
な
か
っ
た
。
仮
に
ロ
シ
ア
領
土
に
対

す
る
脅
威
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
清
の
軍
事
的
能
力
自
体
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
れ
ば
、
清
に
対
す
る
軍
事
的
威
圧
が
外

交
上
の
選
択
肢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ロ
シ
ア
の
懸
念
は
清
の
軍
事
的
能
力
と
い
う
以
上

に
満
州
に
お
け
る
利
権
回
収
の
動
き
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
他
方
、
北
岡
伸
一
に
よ
れ
ば
、
山
県

や
寺
内
な
ど
日
本
陸
軍
上
層
部
内
に
も
清
の
近
代
化
を
評
価
し
、
清
国
内
の
利
権
回
収
や
排
外
主
義
の
動
き
を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
と

の
見
解
が
存
在
し
て
い
）
119
（

た
。
日
本
側
が
清
を
い
た
ず
ら
に
刺
激
す
る
こ
と
に
否
定
的
だ
っ
た
の
は
す
で
に
み
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
純
粋
に
脅
威
認
識
と
い
う
点
に
限
れ
ば
、
日
露
間
の
差
は
あ
く
ま
で
程
度
の
問
題
だ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
、
清
の

対
日
・
対
露
姿
勢
に
関
す
る
理
解
や
日
露
両
国
の
全
般
的
な
対
清
方
針
も
考
慮
に
含
め
れ
ば
、
や
は
り
日
露
両
政
府
の
立
場
は
大
き
く
隔

た
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
軍
備
制
限
の
問
題
を
通
じ
て
そ
れ
が
表
出
し
た
の
で
あ
る
。
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ロ
シ
ア
外
務
省
が
日
本
と
の
交
渉
を
進
め
る
一
方
で
、
ロ
シ
ア
参
謀
本
部
総
局
は
北
満
州
へ
の
野
戦
一
個
師
団
の
派
兵
を
検
討
し
て
い

た
）
120
（

。
六
月
に
入
り
、
ス
ホ
ム
リ
ノ
フ
は
ネ
ラ
ト
フ
に
、
日
本
と
の
間
に
進
め
ら
れ
て
い
る
「
北
満
州
へ
の
我
が
軍
の
派
兵
及
び
同
地
域
に

お
い
て
清
の
軍
備
を
制
限
さ
せ
る
た
め
に
清
朝
政
府
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
つ
い
て
の
交
渉
」
の
結
果
を
問
い
合
わ
せ
て
い
る
が
、
こ

れ
に
対
し
て
ネ
ラ
ト
フ
は
、
日
本
政
府
が
「
満
州
に
お
い
て
日
露
が
獲
得
し
た
地
位
の
擁
護
を
目
的
と
し
た
共
同
行
動
計
画
」
に
強
い
反

対
を
み
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
説
明
し
、
代
案
で
あ
る
ロ
シ
ア
軍
の
単
独
派
兵
に
つ
い
て
も
否
定
的
な
意
見
を
伝
え
）
121
（

た
。
ネ
ラ
ト
フ
に
よ

れ
ば
、
も
し
ロ
シ
ア
が
対
日
協
調
を
捨
て
て
単
独
で
軍
事
的
措
置
を
と
れ
ば
、「
日
本
は
自
身
の
平
和
的
政
策
を
我
々
の
行
動
と
極
め
て

有
利
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
日
本
は
疑
い
な
く
、
我
々
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
清
に
お
け
る
自
国
の
影
響
力
を
更
に
強
め

る
た
め
に
、
我
々
の
行
動
を
利
用
す
る
だ
ろ
う
」
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
）
122
（
る
。
加
え
て
、
彼
の
見
解
は
多
少
小
村
の
も
の
に
近
づ
い

て
い
た
よ
う
で
、
清
軍
の
脅
威
は
認
め
つ
つ
も
、「
状
況
は
即
座
に
対
抗
措
置
を
と
る
よ
う
我
々
に
強
い
る
ほ
ど
物
騒
な
も
の
で
は
な

い
」
と
主
張
し
、
北
満
州
へ
の
派
兵
は
露
清
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
し
て
い
）
123
（
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
ロ
シ
ア
政
府
内
で
全
面
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
九
月
二
十
五
日
、
ス
ト
ル
ィ

ピ
ン
暗
殺
を
受
け
て
大
臣
評
議
会
議
長
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
は
、
祝
意
を
述
べ
る
た
め
に
訪
れ
た
本
野
に
対
し
て
、

増
兵
問
題
に
つ
い
て
調
査
を
続
け
た
結
果
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
の
規
定
上
鉄
道
守
備
兵
力
を
さ
ら
に
七
千
人
程
度
増
強
す
る
余
地
が

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
近
く
増
兵
を
実
行
す
る
方
針
で
あ
る
と
伝
え
）
124
（
た
。
本
野
も
こ
の
よ
う
な
説
明
に
は
流
石
に
疑
問
を
感
じ
た

よ
う
で
、「「
ポ
ー
ツ
マ
ス
」
条
約
ノ
規
定
ニ
抵
触
セ
サ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
猶
斯
ク
モ
多
数
ノ
守
備
兵
ヲ
増
加
ス
ル
ノ
余
地
ア
リ
ヤ
否
ヤ
本

官
ニ
於
テ
ハ
之
カ
判
断
ノ
材
料
ヲ
有
セ
サ
ル
」
と
報
告
し
て
い
た
）
125
（

が
、
ロ
シ
ア
政
府
は
少
な
く
と
も
形
式
上
は
日
本
政
府
の
特
別
な
承
諾

を
必
要
と
し
な
い
や
り
方
で
四
月
二
十
二
日
の
特
別
審
議
会
の
決
定
を
実
行
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
）
126
（
る
。
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六
　
不
一
致
と
協
調

　
以
上
の
よ
う
に
、
辛
亥
革
命
勃
発
前
夜
、
日
本
政
府
と
ロ
シ
ア
政
府
は
清
に
対
す
る
認
識
の
相
違
に
よ
り
、
満
州
に
お
け
る
清
の
軍
備

制
限
に
関
し
て
共
同
措
置
を
と
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
中
東
鉄
道
守
備
兵
力
の
増
兵
を
決
定
し
た
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
政
府

は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
の
存
在
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
も
、
結
局
は
一
種
の
単
独
行
動
を
と
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
ロ
シ
ア
が
日
本
と
の
協
調
関
係
を
放
棄
し
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ス
ホ
ム
リ
ノ
フ
の
先
述
の
問
い
合

わ
せ
に
対
し
て
ネ
ラ
ト
フ
は
、
日
本
と
の
間
に
立
場
の
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
や
ロ
シ
ア
単
独
で
の
軍
事
行
動
が
日
本
を
利
す
る
結
果
に

つ
な
が
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、「
我
々
に
と
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
北
満
州
か
ら
確
固
と
し
た
防
壁
を
作
り
出
す
こ
と
で

我
々
の
極
東
領
土
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
」
を
認
め
た
う
え
で
、「
満
州
問
題
の
根
本
的
解
決
﹇коренное 

реш
ение

﹈
は
、
日
本
と
の
事
前
合
意
な
し
に
は
実
行
不
可
能
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
）
127
（

た
。
ま
た
彼
は
四
国
借
款
団
問
題
へ
の
対
応
に

関
す
る
特
別
審
議
会
で
日
本
と
の
協
力
方
針
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
、
こ
う
し
た
協
力
が
最
終
的
に
は
「
我
々
が
策
定
し
、
日

本
人
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
よ
り
広
範
な
計
画
の
実
現
の
た
め
の
よ
り
好
ま
し
い
基
盤
」
を
作
る
だ
ろ
う
と
も
述
べ
て
い
る
。
ネ
ラ
ト
フ

は
日
露
間
に
立
場
の
違
い
や
潜
在
的
な
利
害
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
が
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
日
本
と
歩
調
を
合
わ
せ

る
必
要
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
露
協
調
の
重
要
性
に
対
す
る
理
解
は
辛
亥
革
命
勃
発
直
前
に
再
度
示
さ
れ
て
い
る
。
七
月
、
東
三
省
総
督
の
趙
爾
巽
が
ド
ミ
ト

リ
ー
・
Ｌ
・
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
中
東
鉄
道
監
理
局
長
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
Ｖ
・
ス
ピ
ツ
ィ
ン
『
遼
東
報
』
編
集
長
を

通
し
て
ロ
シ
ア
側
に
露
清
同
盟
締
結
の
可
能
性
を
打
診
し
）
128
（

た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
ネ
ラ
ト
フ
か
ら
照
会
を
受
け
た
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
は
、

清
朝
政
府
か
ら
同
盟
締
結
に
関
す
る
真
剣
な
提
案
は
受
け
て
い
な
い
と
し
つ
つ
も
、
関
係
改
善
を
望
む
声
自
体
は
清
朝
政
府
関
係
者
か
ら
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以
前
よ
り
繰
り
返
し
聞
こ
え
て
い
る
と
述
べ
、
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
を
通
じ
て
清
側
の
意
図
を
よ
り
詳
し
く
探
っ
て
も
害
は
な
い
の
で
は
な
い

か
と
の
見
解
を
伝
え
て
い
）
129
（

る
。
し
か
し
、
ネ
ラ
ト
フ
は
コ
ロ
ス
ト
ヴ
ェ
ツ
の
意
見
に
は
同
意
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
八
月
二
日
付
の
コ
コ

フ
ツ
ォ
フ
宛
の
書
簡
で
、
趙
の
発
言
は
お
そ
ら
く
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
﹇академические

﹈」
も
の
に
過
ぎ
ず
、「
こ
の
分
野
に
お
け
る
十

分
な
経
験
を
持
た
な
い
ス
ピ
ツ
ィ
ン
氏
が
誤
っ
て
よ
り
広
範
な
意
味
を
付
し
た
」
の
だ
ろ
う
と
主
張
し
）
130
（

た
。
結
果
的
に
話
は
立
ち
消
え
る

と
は
い
え
、
趙
は
十
月
に
も
露
清
同
盟
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
た
）
131
（
め
、
こ
の
見
立
て
は
誤
り
だ
っ
た
が
、
ネ
ラ
ト
フ
に
し
て
み
れ
ば
ロ

シ
ア
政
府
が
と
る
べ
き
立
場
は
い
ず
れ
に
し
て
も
同
じ
だ
っ
た
。

清
高
官
の
提
案
は
、
ス
ピ
ツ
ィ
ン
氏
が
そ
の
要
点
を
正
し
く
理
解
し
て
い
た
と
し
て
、
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
深
刻
な
疑
念
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ

る
。
清
の
満
州
政
策
は
、
清
が
仮
定
す
る
と
こ
ろ
の
露
日
間
の
競
争
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
競
争
の
激
化
の
誘
因
を
探
し
求
め
る

も
の
で
あ
る
。
趙
爾
巽
の
最
近
の
行
動
の
真
意
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
会
談
相
手
﹇
趙
―
筆
者
﹈
が
日
本
に
言

及
せ
ず
、
ロ
シ
ア
、
清
及
び
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
仄
め
か
し
た
と
い
う
ス
ピ
ツ
ィ
ン
氏
が
受
け
た
印
象
や
、
特
に
﹇
露
清
同
盟
締

結
と
い
う
―
筆
者
﹈
自
身
の
考
え
を
打
診
す
る
手
段
の
選
択
自
体
は
、
そ
う
し
た
判
断
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
総
督
﹇
趙
―
筆
者
﹈
が
、
予

備
的
な
打
診
に
せ
よ
、
通
例
の
形
式
で
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
行
動
し
て
い
れ
ば
、
彼
の
発
言
は
公
式
的
な
性
質
を
帯
び
、
あ
る
程
度
ま
で
清
朝
政
府

を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
な
段
階
で
も
し
我
々
が
彼
の
事
前
工
作
に
応
じ
れ
ば
、
清
は
真
剣
な
交
渉
を
は
ぐ
ら
か
し
、

同
時
に
ロ
シ
ア
が
特
別
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
通
じ
、
清
と
の
個
別
的
合
意
の
締
結
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
を
手
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
清
と

の
友
好
・
善
隣
関
係
自
体
の
構
築
が
い
か
に
望
ま
し
い
も
の
だ
と
し
て
も

―
我
々
は
そ
れ
を
全
力
で
求
め
て
い
る

―
、
我
々
の
極
東
政
策
の
基
礎

が
日
本
と
の
一
連
の
協
定
、
さ
ら
に
満
州
に
お
け
る
国
際
活
動
の
主
要
な
問
題
に
つ
い
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
行
動
の
共
同
性
﹇общ

ность 

действий

﹈
で
あ
る
こ
と
は
閣
下
も
も
ち
ろ
ん
同
意
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
清
と
の
個
別
的
接
近
が
約
束
す
る
極
め
て
疑
問
の
余
地
の
あ
る
利
益
の
た
め
に
、

極
東
に
お
け
る
我
々
の
平
穏
及
び
安
全
の
こ
の
中
心
的
要
素
を
リ
ス
ク
に
晒
す
こ
と
は
慎
重
と
は
言
い
難
）
132
（

い
。
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ネ
ラ
ト
フ
は
対
清
関
係
を
め
ぐ
る
日
露
間
の
潜
在
的
利
害
対
立
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
は
日
本
が
ロ
シ
ア
の
安
全
に
と
っ
て
潜
在
的
脅
威

で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
対
日
協
調
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、

彼
は
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
が
趙
と
会
談
を
行
う
こ
と
自
体
に
は
反
対
し
な
い
が
、
議
題
は
中
東
鉄
道
の
問
題
に
限
定
す
る
べ
き
と
し
、
趙
が
再

度
同
盟
問
題
を
提
起
し
た
場
合
は
外
交
ル
ー
ト
に
の
せ
る
よ
う
に
伝
え
る
べ
き
だ
と
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
に
主
張
し
た
。
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
は
ネ

ラ
ト
フ
の
見
解
に
全
面
的
に
同
意
し
、
そ
の
趣
旨
に
従
っ
て
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
に
指
示
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
）
133
（
た
。
ロ
シ
ア
政
府
に
と
っ

て
、
日
露
協
調
は
す
で
に
東
ア
ジ
ア
政
策
の
中
心
軸
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
ロ
シ
ア
の
対
清
政
策
に
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
態
度
を
取
り
続
け
て
い
た
日
本
政
府
だ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
で
も
対
露
関
係
の
重
要

性
は
十
分
理
解
さ
れ
て
い
た
。
清
国
内
で
政
変
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
に
関
し
、
一
九
一
〇
年
十
二
月
に
日
本
陸
軍
省
内
で
「
対
清
策

案
」
と
い
う
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
）
134
（

る
。
こ
の
文
書
は
ロ
シ
ア
の
存
在
に
も
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
南
満
州
の
鉄
道
網
の
整
備
が
不
十
分

で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
つ
つ
、
ロ
シ
ア
と
交
戦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
は
「
幸
ニ
シ
テ
緒
戦
ニ
勝
利
ヲ
占
メ
ハ
ル
ピ
ン
﹇
原
文
マ
マ
﹈

ヲ
領
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
、
之
ヲ
以
テ
三
十
七
、
八
年
戦
後
ノ
如
キ
良
好
ナ
ル
終
局
ヲ
得
ヘ
ク
夢
想
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
。
又
再
度
更
ニ

何
レ
ノ
方
面
ニ
前
進
ヲ
継
続
セ
ン
ト
ス
ル
モ
、
兵
力
・
気
候
・
交
通
機
関
及
兵
站
業
務
等
ノ
関
係
上
、
逐
次
困
難
ノ
情
勢
ニ
遭
遇
シ
、
遂

ニ
自
ラ
窮
ス
ル
ニ
至
ル
ノ
ミ
」
と
の
見
立
て
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
悲
観
的
な
予
想
を
踏
ま
え
て
、「
露
国
ニ
対

シ
テ
ハ
可
成
緩
衝
ノ
手
段
ヲ
講
シ
、
戦
争
ヲ
避
ク
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
少
ク
モ
支
那
問
題
解
決
迠
ハ
勉
メ
テ
交
歓
相
提
携
ス
ル
ノ
主
義
ヲ
採

ラ
サ
ル
可
ラ
ス
」
と
の
方
針
が
掲
げ
ら
れ
）
135
（
た
。
こ
こ
に
は
、
日
本
の
潜
在
的
脅
威
と
対
日
協
調
の
必
要
を
結
び
つ
け
る
ネ
ラ
ト
フ
の
発
想

に
類
似
し
た
論
理
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
ま
た
第
二
次
日
露
協
約
締
結
時
の
首
相
及
び
外
務
大
臣
で
あ
る
桂
と
小
村
は
当
然
日
露
関
係
を
重
視
し
て
い
た
。
一
九
一
一
年
六
月
末

に
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
休
暇
帰
国
を
前
に
し
て
彼
等
と
会
見
を
行
っ
て
い
）
136
（

る
。
こ
の
際
、
桂
は
清
の
近
代
化
や
清
軍
の
改
革

に
つ
い
て
否
定
的
な
見
通
し
を
述
べ
、
日
露
両
国
は
自
ら
清
国
内
の
混
乱
を
誘
発
し
、
第
三
国
の
干
渉
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
慎
重
な
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行
動
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
当
地
﹇
日
本
―
筆
者
﹈
の
指
導
者
層
は
日
露
両
政
府
間
の
団
結
の
利
点
と

必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
」
こ
と
を
ロ
シ
ア
政
府
に
伝
え
る
よ
う
要
請
し
て
い
た
と
い
）
137
（

う
。
ま
た
彼
は
満
州
問
題
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ

発
言
を
し
て
お
り
、
日
露
が
協
力
し
て
「
よ
り
明
確
な
地
位
﹇более определенное полож

ение

﹈」
を
築
く
可
能
性
に
も
言
及
し
た
。「
そ

こ
﹇
満
州
―
筆
者
﹈
に
お
い
て
我
々
﹇
日
露
両
国
―
筆
者
﹈
は
主
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
地
位
は
清
自
体
に
お
け
る
大

変
動
や
清
の
命
運
に
対
す
る
第
三
国
の
干
渉
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
な
く
獲
得
す
る
の
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
桂
の
発
言
は
、
ロ
シ
ア
に
自

制
を
求
め
る
姿
勢
と
日
露
協
調
へ
の
期
待
双
方
を
含
ん
だ
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
小
村
も
ま
た
、
日
本
側
の
対
清
認
識
に
関
す
る
説
明
を
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
に
繰
り
返
し
）
138
（

た
。
加
え
て
小
村
は
趙
の
動
き
に

も
言
及
し
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
彼
の
理
解
は
、
趙
が
日
露
の
離
間
を
狙
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ネ
ラ
ト
フ
の
懸
念
と

は
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
。
小
村
は
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
に
対
し
、
趙
は
日
露
両
国
と
の
平
穏
な
関
係
を
望
ん
で
お
り
、
そ
の

関
心
を
主
に
土
地
開
発
に
向
け
て
い
る
と
い
う
「
好
ま
し
い
知
ら
せ
」
を
在
奉
天
日
本
総
領
事
館
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た

の
で
あ
る
。
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
は
さ
ら
に
、
小
村
か
ら
次
の
よ
う
な
説
明
も
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。

﹇
小
村
―
筆
者
﹈
大
臣
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
と
日
本
の
見
解
の
不
一
致
は
、
露
清
間
に
地
方
的
性
質
の
紛
争
が
生
じ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
、
清
の
満

州
以
外
の
地
方
に
お
い
て
の
み
表
面
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
小
村
は
そ
の
よ
う
な
事
態
の
可
能
性
を
遺
憾
と
し
つ
つ
、
こ
れ
に
際
し
て
日
本
が
清
に

お
い
て
イ
ギ
リ
ス
と
同
規
模
の
膨
大
な
通
商
上
の
利
益
を
有
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
要
望
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
日
本
は
、
例
え
ば
満
州
に
お
け
る
利
益
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
大
陸
に
お
け
る
自
国
の
死
活
的
利
益
を
脅
か
さ
れ
な
い
限
り
、
清
と
の
間
の

通
商
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

小
村
は
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
に
清
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
の
見
解
を
ロ
シ
ア
政
府
に
説
明
す
る
よ
う
要
請
し
た
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が
、
そ
れ
と
同
時
に
対
露
接
近
は
小
村
や
桂
個
人
の
政
策
で
は
な
く
、
日
本
の
政
策
決
定
者
層
全
体
に
共
有
さ
れ
た
方
針
で
あ
る
と
強
調

し
、
こ
の
点
も
あ
わ
せ
て
ロ
シ
ア
政
府
に
伝
え
る
よ
う
依
頼
し
て
い
た
。

　
辛
亥
革
命
勃
発
前
夜
、
日
露
両
政
府
の
当
局
者
た
ち
は
、
両
国
間
に
清
を
め
ぐ
る
方
針
の
違
い
や
潜
在
的
な
利
害
の
不
一
致
が
存
在
す

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
、
彼
等
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
両
国
間
の
隔
た
り
は
日
露
協
調
の
必

要
性
、
あ
る
い
は
今
後
の
立
場
の
接
近
及
び
協
力
深
化
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

七
　
お
わ
り
に

　
吉
村
道
男
は
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
一
六
年
ま
で
の
日
露
関
係
に
つ
い
て
、
満
州
及
び
モ
ン
ゴ
ル
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
の
一
致
に
基
づ

い
た
も
の
だ
と
し
つ
つ
、「
要
す
る
に
一
方
で
は
対
露
警
戒
論
を
隠
し
な
が
ら
他
方
で
は
対
露
接
近
を
図
る
と
い
う
、
矛
盾
し
た
性
格
が

こ
の
期
間
を
一
貫
し
て
い
た
」
と
論
じ
て
い
）
139
（

る
。
協
約
の
締
結
や
一
定
の
協
力
が
行
わ
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
利
害
関
係
の
一
致

が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
側
面
で
の
利
害
関
係
の
一
致
は
他
の
側
面
で
の
利
害
対
立
や
立
場
の
不
一
致
の
存

在
と
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
協
力
的
側
面
と
対
立
的
側
面
の
両
立
は
あ
ら
ゆ
る
列
強
間
関
係
に
多
か
れ
少
な
か
れ
共

通
す
る
事
情
に
過
ぎ
）
140
（
ず
、
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
利
害
の
一
致
と
不
一
致
ど
ち
ら
の
側
面
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
か
、
と
い
う
点
だ
ろ

う
。
辛
亥
革
命
前
夜
に
お
い
て
日
露
両
国
の
政
策
決
定
者
た
ち
は
、
両
国
間
に
利
害
の
一
致
だ
け
で
は
な
く
見
解
の
不
一
致
や
潜
在
的
対

立
が
存
在
す
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、
対
立
点
を
表
面
化
さ
せ
る
よ
り
も
協
調
関
係
を
築
く
方
が
有
利
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
関
係
の
構
築
が
可
能
で
あ
る
と
の
理
解
も
日
露
両
政
府
に
概
ね
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
両
国
間
の
一
致
点
が
重
視
さ
れ
た
と
し
て
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
不
一
致
点
が
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
あ
る
い
は
不
一
致

点
の
調
整
に
ど
の
程
度
成
功
し
た
の
か
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
る
。
も
し
日
露
両
国
が
単
に
衝
突
を
回
避
す
る
と
い
う
だ
け
の
段
階
を
超
え
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て
何
ら
か
の
共
同
歩
調
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
協
力
が
必
要
と
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
相
互
の
立
場
を
近
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
清
を
め
ぐ
る
日
露
の
態
度
の
違
い
は
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ロ
シ
ア
は
清
が
日
露
両
国

に
敵
対
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
と
み
な
し
、
権
益
擁
護
の
た
め
に
は
軍
事
力
を
使
用
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
姿
勢
を
み
せ
て
い
た
。
こ

れ
に
対
し
て
日
本
の
理
解
は
、
清
は
日
露
両
国
に
対
す
る
不
信
感
を
強
め
て
い
る
と
は
い
え
、
特
別
敵
対
的
行
動
は
と
っ
て
お
ら
ず
、
権

益
擁
護
及
び
拡
大
の
た
め
に
は
む
し
ろ
清
と
の
友
好
関
係
構
築
が
有
利
だ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
日
本
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
最
後
通
牒
の

提
出
や
中
東
鉄
道
守
備
兵
力
の
一
時
増
強
を
歓
迎
し
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
容
認
し
、
そ
れ
ゆ
え
日
露
協
調
は
あ
る
程
度
ま
で
機
能

し
た
。
し
か
し
根
底
に
あ
っ
た
不
一
致
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
協
調
は
満
州
に
お
け
る
清
の
軍
備
制
限
を
求
め
る
提
携
に

ま
で
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
対
清
政
策
を
め
ぐ
る
隔
た
り
は
満
州
を
め
ぐ
る
協
調
に
一
定
の
限
界
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
も
っ
て
日
露
両
政
府
が
協
調
の
放
棄
に
向
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
な
理
解
か
ら
は
、
辛

亥
革
命
の
勃
発
が
日
露
間
の
溝
を
狭
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
か
否
か
、
仮
に
狭
ま
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
辛
亥
革
命
へ
の
両
国
の

対
応
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

主
要
な
も
の
と
し
て
、
日
本
語
で
は
、
田
中
直
吉
「
日
露
協
商
論
」
植
田
捷
雄
ほ
か
編
『
近
代
日
本
外
交
史
の
研
究
：
神
川
先
生
還
暦
記
念
』

（
有
斐
閣
、
一
九
五
六
）
二
九
五
〜
三
五
四
ペ
イ
ジ
、
吉
村
道
男
『
日
本
と
ロ
シ
ア
』
増
補
版
（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
一
）、
バ
ー
ル
ィ

シ
ェ
フ
・
エ
ワ
ル
ド
『
日
露
同
盟
の
時
代
一
九
一
四
〜
㆒
九
一
七
年

―
「
例
外
的
な
友
好
」
の
真
相
』（
花
書
院
、
二
〇
〇
七
）、
麻
田
雅
文

『
満
蒙
：
日
露
中
の
「
最
前
線
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
）
第
一
章
〜
第
三
章
、
黒
沢
文
貴
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
後
の
日
露
関
係
：
友
好
と
猜

疑
の
あ
い
だ
で
」
五
百
旗
頭
真
ほ
か
編
『
日
ロ
関
係
史
：
パ
ラ
レ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
挑
戦
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
）
一
三
三
〜
五

二
ペ
イ
ジ
、
ロ
シ
ア
語
で
は
、М

аринов В.А. Россия и Я
пония перед первой мировой войной 

（1905 -1914 годы

）. М
., 1974; 

Кут
аков Л

.Н. Россия и Я
пония. М

., 1988; Ш
улат

ов Я.А. Н
а пути к сотрудничеству: Российско-Я

понские отнош
ения в 1905 -

1914 гг.. Х
абаровск, 2008 ; М

олодяков, В.Э
. Россий и Я

пония в поисках согласия 

（1905 -1945

）. Геополитика. Д
ипломатия. 
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Л
ю

ди и идеи. М
., 2012.

当
該
時
期
を
扱
っ
た
主
要
な
日
本
外
交
史
研
究
と
し
て
、
角
田
順
『
満
州
問
題
と
国
防
方
針
：
明
治
後
期
に
お
け
る

国
防
環
境
の
変
動
』（
原
書
房
、
一
九
六
七
）、
寺
本
康
俊
『
日
露
戦
争
以
後
の
日
本
外
交
：
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
中
の
満
韓
問
題
』（
信

山
社
、
一
九
九
九
）、
千
葉
功
『
旧
外
交
の
形
成
：
日
本
外
交
一
九
〇
〇
〜
一
九
一
九
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
）。
ま
た
日
露
戦
争
後
の
東
ア

ジ
ア
国
際
関
係
に
関
す
る
ロ
シ
ア
側
の
重
要
な
研
究
と
し
て
、Григорцевич С

.С. Д
альневосточная политика империалистических 

держ
ав в 1906 -1917 гг.. Томск, 1965.

（
2
）  Государственная дума. III С

озы
в. Стенографические отчеты

. С
ессия 1. Ч. 1. С

П
Б., 1908. С. 117.

（
3
）  

た
だ
し
、
辛
亥
革
命
前
夜
の
露
清
関
係
の
悪
化
自
体
は
麻
田
雅
文
の
一
連
の
研
究
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る （M

asafum
i Asada, 

“The China-
Russia-Japan M

ilitary Balance in M
anchuria, 1906 -1918,

” M
odern A

sian Studies, Vol. 44, Issue 06 （N
ovem

ber 2010

）：1283 -
1311; 

麻
田
雅
文
『
中
東
鉄
道
経
営
史
：
ロ
シ
ア
と
「
満
州
」1896 -1935

』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
）
三
二
三
〜
六
ペ
イ
ジ
、
同

『
満
蒙
』
八
九
〜
九
二
ペ
イ
ジ
）。
ま
た
、
辛
亥
革
命
前
後
の
露
清
・
露
中
関
係
を
ロ
シ
ア
視
点
か
ら
扱
っ
た
重
要
な
研
究
と
し
て
、Белов Е.А. 

Россия и К
итай в начале Х

Х
 века: Русско-китайские противоречия в 1911 -1915 гг.. М

., 1997. 

（
4
）  

当
時
の
ロ
シ
ア
で
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
が
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
日
付
は
全
て
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
表
記
し
た
。
ま
た
引
用
中
の
旧
漢
字
は

一
部
常
用
漢
字
に
な
お
し
て
い
る
。

（
5
）  

「
日
露
第
一
回
協
約
」（
外
務
省
編
『
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
』
上
（
原
書
房
、
一
九
六
五
）
二
八
〇
〜
二
ペ
イ
ジ
）。

（
6
）  

例
え
ば
、
千
葉
『
旧
外
交
の
形
成
』
一
七
九
ペ
イ
ジ
。
第
一
次
日
露
協
約
に
関
し
、
三
国
協
商
と
の
関
連
性
を
重
視
し
た
研
究
と
し
て
、
ト
ル

ス
ト
グ
ー
ゾ
フ
、
セ
ル
ゲ
イ
「
政
治
協
定
と
し
て
の
一
九
〇
七
年
の
日
露
協
約
の
締
結
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
」『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
七
三
号

（
二
〇
二
〇
年
三
月
）
三
五
〜
四
五
ペ
イ
ジ
。

（
7
）  

前
掲
、「
日
露
第
一
回
協
約
」。

（
8
）  РГИ

А （Российский государственны
й исторический архив

）, ф. 1276, оп. 3, д. 715, л. 2 -4.

（
9
）  Tadasu H

ayashi, The Secret M
em
oirs of Count Tadasu H

ayashi, ed. A. M
.Pooley （Londo: Eveleigh N

ash, 1915

）, 226.

（
10
）  

黒
沢
「
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条
約
後
の
日
露
関
係
」
一
四
二
ペ
イ
ジ
。

（
11
）  

例
え
ば
、
小
林
道
彦
『
大
正
政
変
：
国
家
経
営
構
想
の
分
裂
』（『
日
本
の
大
陸
政
策1895 -1914

：
桂
太
郎
と
後
藤
新
平
』（
一
九
九
六
）
の

新
装
版
）（
千
倉
書
房
、
二
〇
一
五
）
二
八
〇
〜
二
九
五
ペ
イ
ジ
。

（
12
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Ш

улат
ов. Н

а пути к сотрудничеству. С. 139 -61
が
詳
し
い
。
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（
13
）  РГИ

А, ф. 1276, оп. 5, д. 608, л. 1 -2.

（
14
）  Григорцевич. Д

альневосточная политика. С. 203; М
еж

дународны
е отнош

ения на Д
альнем В

остоке 

（1840 -1949

） / П
од ред. 

Е.М
. Ж

укова. М
., 1956. С. 216.

（
15
）  Ц

ит. по: Ш
улат

ов. Н
а пути к сотрудничеству. С. 182; Григорцевич. Д

альневосточная политика. С. 300.
（
16
）  М

аринов. Россия и Я
пония. С. 80 -1; Ш

улат
ов. Н

а пути к сотрудничеству. С. 182.

（
17
）  
鶴
見
祐
輔
『
正
伝
　
後
藤
新
平
』
決
定
版
、
五
　
第
二
次
桂
内
閣
時
代
、
一
海
知
義
校
訂
（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
五
）
五
〇
三
〜
四
ペ
イ
ジ
、

РГИ
А, ф. 560, оп. 45, д. 70, л. 120 -4.

（
18
）  Там ж

е, л. 121.

（
19
）  Там ж

е. 

十
二
月
三
十
日
付
の
落
合
宛
の
電
報
に
お
い
て
小
村
は
、「
日
露
両
国
ノ
関
係
ヲ
今
一
層
密
接
ナ
ラ
ス
ム
ル
ノ
必
要
ナ
ル
」
を
述
べ

た
の
は
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
の
方
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
（
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書
』（
以
下
、『
日
外
』）
明
治
第
四
二
巻
第
一

冊
（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
六
一
）
七
三
五
〜
六
ペ
イ
ジ
）、
そ
れ
以
前
に
桂
と
の
会
談
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
第
二
次

日
露
協
約
を
ロ
シ
ア
側
か
ら
提
起
し
た
と
は
い
え
な
い
。

（
20
）  

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記
』（
以
下
『
原
日
記
』）
第
三
巻
内
務
大
臣
（
福
村
出
版
、
一
九
六
五
）
九
〜
一
〇
ペ
イ
ジ
、
明
治
四
十
三
年
二
月
二

十
四
日
の
条
。

（
21
）  

「
日
露
第
二
回
協
約
」（『
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
年
表
』
上
、
三
三
六
〜
七
ペ
イ
ジ
）。

（
22
）  See, B. D

e Siebert, trans., G. A. Schreiner, ed., Entente D
iplom

acy and the W
orld, M

atrix of the H
istory of Europe, 1909 -14 

（London: G
eorge Allen &

 U
nw
in Ltd., 1921

）, 12.

（
23
）  

海
野
福
寿
『
韓
国
併
合
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
）
三
四
七
〜
八
ペ
イ
ジ
。

（
24
）  

「
対
韓
政
策
確
定
ノ
件
」『
日
外
』
明
治
第
四
二
巻
第
一
冊
一
七
九
〜
八
ペ
イ
ジ
。

（
25
）  П
ак Б.Д. Россия и Корей. М

., 1979. С. 227.

（
26
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
〇
巻
第
一
冊
（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
六
〇
）
一
二
八
〜
九
ペ
イ
ジ
。

（
27
）  

前
掲
、「
日
露
第
一
回
協
約
」。

（
28
）  Григорцевич. Д

альневосточная политика. С. 240.

（
29
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
三
巻
第
一
冊
（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
六
二
）
一
一
一
ペ
イ
ジ
。
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（
30
）  РГИ

А, ф. 1276, оп. 6, д. 514, л. 17 -8.

（
31
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
三
巻
第
一
冊
一
一
〇
〜
二
ペ
イ
ジ
。

（
32
）  

同
右
。

（
33
）  РГИ

А, ф.1276, оп. 3, д. 721, л. 32 -4.
（
34
）  П

ак. Россия и Корей. С. 231.

（
35
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
三
巻
第
一
冊
六
八
六
〜
七
ペ
イ
ジ
、П

ак. Россия и Корей. С. 231.

（
36
）  Зайцев М

.В., Ковалев М
.В. Государственная и общ

ественная деятельность В
.Н

. Коковцова. Д
окументальная монограф

ия. 
С

П
Б., 2022. С. 219. 

（
37
）  Белов. Россия и К

итай. С. 72; 

吉
田
金
一
『
近
代
露
清
関
係
史
』（
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
四
）
二
四
一
〜
六
ペ
イ
ジ
。
条
文
の
日
本
語
訳

は
、「
伊
犁
事
件
ニ
関
ス
ル
条
約
並
ニ
議
定
書
　（
光
緒
七
年
　
西
暦
一
八
八
一
年
二
月
一
二
日
）
／
一
八
八
一
年
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史

資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.B10070302200

、
伊
犁
事
件
ニ
関
ス
ル
条
約
並
ニ
議
定
書
　（
光
緒
七
年
　
西
暦
一
八
八
一
年
二
月
一
二
日
）
／
一
八
八

一
年
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
38
）  Белов. Россия и К

итай. С. 72 -3.

（
39
）  Зайцев. Государственная и общ

ественная деятельность В
.Н

. Коковцова. С. 223 -5.

（
40
）  Там ж

е,  С. 221. 

こ
の
表
現
は
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
の
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
、
回
想
録
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
（Коковцов В.Н. И

з моего 
прош

лого. В
оспоминания. 1903 -1919 гг.. К

нига 1. М
., 1992. С. 351

）。

（
41
）  Зайцев. Государственная и общ

ественная деятельность В
.Н

. Коковцова.  С. 221 -3. 

（
42
）  Белов. Россия и К

итай. С. 74 -5.

（
43
）  Siebert, Entente D

iplom
acy and the W

orld, 24 -7; Белов. Россия и К
итай. С. 75 -6.

（
44
）  

一
九
一
〇
年
十
二
月
七
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
一
二
七
号
『
来
電
　
明
治
四
十
三
年
十
二
月
　
Ⅻ
』
来
往
電368

、9208 -
10

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
45
）  

一
九
一
〇
年
十
二
月
十
七
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
一
一
一
号
『
往
電
　
明
治
四
十
三
年
十
一
・
十
二
月
　
Ⅵ
』
来
往
電374

、

10022 -5

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
46
）  ГА

РФ

（Государственны
й архив российской федерации

）, ф. 601, оп. 1, д. 769, л. 6 -7.
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（
47
）  Там ж

е.

（
48
）  

前
掲
、
一
九
一
〇
年
十
二
月
十
七
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
一
一
一
号
。

（
49
）  ГА

РФ
, ф. 601, оп. 1, д. 769, л. 6 -7. 

以
下
の
内
容
は
ロ
シ
ア
側
史
料
に
基
づ
く
が
、
小
村
の
懸
念
の
主
旨
に
関
し
て
は
本
野
宛
の
電
報

（
前
掲
、
一
九
一
〇
年
十
二
月
十
七
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
一
一
一
号
）
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
大
き
な
差
は
な

い
。

（
50
）  
第
二
次
桂
内
閣
の
対
清
方
針
に
つ
い
て
は
、
寺
本
『
日
露
戦
争
以
後
の
日
本
外
交
』
三
九
九
〜
四
一
一
ペ
イ
ジ
も
参
照
。

（
51
）  

以
下
は
「
対
外
政
策
方
針
決
定
の
件
」
外
務
省
『
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
』
上
三
〇
五
〜
九
ペ
イ
ジ
に
基
づ
く
。

（
52
）  

た
だ
し
、「
万
一
ノ
事
変
」
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
軍
事
的
手
段
を
と
る
可
能
性
も
否
定
さ
れ
て
い
な
い
（
同
右
）。

（
53
）  

前
掲
、
一
九
一
〇
年
十
二
月
十
七
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
一
一
一
号
。

（
54
）  

同
右
。

（
55
）  ГА

РФ
, ф. 601, оп. 1, д. 769, л. 6 -7.

（
56
）  

一
九
一
〇
年
十
二
月
二
十
二
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
一
三
一
号
『
来
電
　
明
治
四
十
三
年
十
二
月
　
Ⅻ
』
来
往
電368

、

9489 -94

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
57
）  Белов. Россия и К

итай. С. 77 -9.

（
58
）  

一
九
一
一
年
二
月
十
五
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
一
〇
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
二
月
　
Ⅱ
』
来
往
電377

、1631 -2

（
外

務
省
外
交
史
料
館
）。

（
59
）  

一
九
一
一
年
二
月
十
六
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
一
一
号
、
同
右
、1663 -4

。

（
60
）  

前
掲
、
一
九
一
〇
年
十
二
月
二
十
二
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
一
三
一
号
。

（
61
）  И

гнат
ьев А.В. С

ергей Д
митриевич С

азонов // В
опросы

 истории. 1996. N
o. 9. С. 24 -6.

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
危
機
が

ロ
シ
ア
政
府
の
対
外
政
策
決
定
過
程
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、See, D

avid M
cD
onald, U

nited G
overnm

ent and Foreign Policy in 
Russia 1900 -1914 （Cam

bridge: H
arvard U

niversity Press, 1992
）, 127 -51.

（
62
）  

前
掲
、
一
九
一
〇
年
十
二
月
二
十
二
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
一
三
一
号
。

（
63
）  

一
九
一
一
年
二
月
十
八
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
一
六
号
『
往
電
　
明
治
四
十
四
年
一
・
二
月
　
Ⅰ
』
来
往
電392

、2850 -2

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。
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（
64
）  

一
九
一
一
年
二
月
十
八
日
付
本
多
代
理
公
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
四
一
号
、
同
右
、2846 -8

。

（
65
）  

一
九
一
一
年
三
月
三
十
日
付
小
池
総
領
事
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
八
一
号
『
往
電
　
明
治
四
十
四
年
三
・
四
月
　
Ⅱ
』
来
往
電393

、

4884 -7

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
66
）  Siebert, Entente D

iplom
acy and the W

orld, 23.
（
67
）  
一
九
一
一
年
二
月
十
八
日
付
加
藤
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
三
六
号
『
往
電
　
明
治
四
十
四
年
一
・
二
月
　
Ⅰ
』
来
往
電392

、2854 -5
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
68
）  

一
九
一
一
年
二
月
二
十
二
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
加
藤
大
使
電
報
第
六
四
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
二
月
　
Ⅱ
』
来
往
電377

、1932 -4

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。
も
っ
と
も
ベ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
や
コ
コ
フ
ツ
ォ
フ
は
北
満
州
に
も
部
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
も
検
討
し
て

い
た
と
い
う
（Белов. Россия и К

итай. С. 80 -1

）。

（
69
）  

一
九
一
一
年
二
月
十
九
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
第
六
五
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
二
月
　
Ⅱ
』
来
往
電377

、1785 -9

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）、
一
九
一
一
年
二
月
十
九
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
第
六
五
号
ノ
二
、
同
、1779 -82

。

（
70
）  

一
九
一
一
年
二
月
十
九
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
一
三
号
、
同
右
、1792 -4

。

（
71
）  Григорцевич. Д

альневосточная политика. С. 385; Белов. Россия и К
итай. С. 82.

（
72
）  

一
九
一
一
年
二
月
二
十
一
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
第
七
四
号
ノ
二
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
二
月
　
Ⅱ
』
来
往
電377

、

1879 -81

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
73
）  Григорцевич. Д

альневосточная политика. С. 386; Белов. Россия и К
итай. С. 82 -3.

（
74
）  

一
九
一
一
年
三
月
十
二
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
二
二
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』
来
往
電378

、3360 -1

（
外

務
省
外
交
史
料
館
）、
一
九
一
一
年
三
月
十
三
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
二
三
号
、
同
、3389 -92

。

（
75
）  

一
九
一
一
年
三
月
十
三
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
二
四
号
、
同
右
、3398 -9

。

（
76
）  Белов. Россия и К

итай. С. 83.

（
77
）  

一
九
一
一
年
三
月
十
五
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
第
一
一
五
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』
来
往
電378

、

3451-5

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
78
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
日
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
一
一
九
号
ノ
二
、
同
右
、3562 -5

。

（
79
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
六
日
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
第
一
三
〇
号
ノ
二
、
同
右
、3733 -6

。
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（
80
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
八
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
加
藤
大
使
電
報
第
九
三
号
、
同
右
、3793 -5

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
81
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
七
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
四
八
号
『
往
電
　
明
治
四
十
四
年
三
・
四
月
　
Ⅱ
』
来
往
電393

、

4844 -6

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
82
）  
サ
ゾ
ノ
フ
の
療
養
は
長
引
き
、
ネ
ラ
ト
フ
が
外
務
大
臣
代
理
と
し
て
職
務
を
代
行
し
た
（С

азонов С
.А. В

оспоминания. П
ариж, 1927. С. 

40 -1
）。
サ
ゾ
ノ
フ
が
職
務
に
復
帰
す
る
の
は
一
九
一
一
年
十
二
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
（М

О
Э

И 

（М
еж

дународны
е отнош

ения в эпоху 
империализма

）. С
ерия 2. Т. 19. Ч. 1. М

., 1938. С. 186. П
рим. 3.

）。

（
83
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
七
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
三
五
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』
来
往
電378

、3802 -5

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。
た
だ
し
本
野
は
、
ロ
シ
ア
政
府
の
強
硬
姿
勢
は
従
来
の
方
針
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
、
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と

は
み
て
い
な
か
っ
た
。

（
84
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
四
日
付
本
多
代
理
公
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
八
二
号
『
往
電
　
明
治
四
十
四
年
三
・
四
月
　
Ⅱ
』
来
往
電393

、

4799-802

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）、
一
九
一
一
年
三
月
二
十
四
日
付
本
多
代
理
公
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
八
三
号
、
同
、4803 -4

。

（
85
）  Белов. Россия и К

итай. С. 84.

（
86
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
八
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
三
六
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』
来
往
電378

、3823

（
外

務
省
外
交
史
料
館
）。

（
87
）  Белов. Россия и К

итай. С. 89.

（
88
）  

一
九
一
一
年
三
月
三
十
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
第
三
六
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』 

来
往
電378

、3882 -4

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
89
）  

『
原
日
記
』
第
三
巻
一
二
四
ペ
イ
ジ
、
明
治
四
十
四
年
五
月
十
五
日
の
条
。

（
90
）  Alex M
arshall, The Russian G

eneral Staff and A
sia, 1800 -1917 （London: Routledge 2006

）, 101.

（
91
）  Деникин А.И. Русско-китайский вопрос. В

оенно-политический очерк. В
арш

ава, 1908. С. 54.

（
92
）  Там ж

е.

（
93
）  M

arshall, The Russian G
eneral Staff and A

sia, 1800 -1917, 106. 
た
だ
し
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
対
日
警
戒
感
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

（
94
）  РГВ

И
А, ф. 2000, оп. 1, д. 1054. л.16.
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（
95
）  Siebert, Entente D

iplom
acy and The W

orld, 25.

（
96
）  Ibid., 27.

（
97
）  Ibid., 26. 

（
98
）  
一
九
一
一
年
三
月
二
十
四
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
三
一
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』
来
往
電378

、3672 -3
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

（
99
）  
一
九
一
一
年
三
月
二
十
四
日
付
本
多
代
理
公
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
八
二
号
『
往
電
　
明
治
四
十
四
年
三
・
四
月
　
Ⅱ
』
来
往
電393

、

4799 -802
（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。
同
様
の
要
請
は
ネ
ラ
ト
フ
か
ら
本
野
を
通
じ
て
も
行
わ
れ
て
い
る
（
一
九
一
一
年
三
月
二
十
五
日
付
小
村

外
務
大
臣
宛
本
野
大
使
電
報
第
三
二
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』
来
往
電378

、3716 -9

（
外
務
省
外
交
史
料
館
））。

（
100
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
六
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
川
上
総
領
事
電
報
第
三
七
号
、
同
右
、3745 -6

。

（
101
）  

前
掲
、
一
九
一
一
年
三
月
二
十
四
日
付
本
多
代
理
公
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
八
二
号
。

（
102
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
五
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
四
四
号
『
往
電
　
明
治
四
十
四
年
三
・
四
月
　
Ⅱ
』
来
往
電393

、4825

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）、
別
電
第
四
五
号
、
同
、4826

。

（
103
）  

一
九
一
一
年
三
月
十
一
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
川
上
総
領
事
電
報
第
三
〇
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
三
月
　
Ⅲ
』
来
往
電378

、3341-4

（
外
務
省
外
交
史
料
館
）、
一
九
一
一
年
三
月
十
七
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
川
上
総
領
事
電
報
第
三
三
号
、
同
、3497 -9

。

（
104
）  

一
九
一
一
年
三
月
二
十
五
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
本
多
代
理
公
使
電
報
第
一
二
七
号
、
同
右
、3688 -91

。

（
105
）  

前
掲
、
一
九
一
一
年
三
月
二
十
七
日
付
本
野
大
使
宛
小
村
外
務
大
臣
電
報
第
四
八
号
。

（
106
）  

一
九
一
一
年
四
月
五
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
川
上
総
領
事
電
報
第
四
〇
号
『
来
電
　
明
治
四
十
四
年
四
月
　
Ⅳ
』
来
往
電379

、4012

（
外
務

省
外
交
史
料
館
）。

（
107
）  

一
九
一
一
年
三
月
三
十
一
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
二
瓶
総
領
事
代
理
電
報
第
一
七
号
、
同
右
、3907

。

（
108
）  

一
九
一
一
年
四
月
十
九
日
付
小
村
外
務
大
臣
宛
川
上
総
領
事
電
報
第
四
三
号
、
同
右
、4340 -1

。

（
109
）  

麻
田
『
中
東
鉄
道
経
営
史
』
三
二
四
ペ
イ
ジ
。

（
110
）  М

О
Э

И
. С

ерия 2. Т. 18. Ч. 1. М
., 1938. С. 22. П

рим. 3.

（
111
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
四
巻
第
二
冊
（
日
本
国
際
連
合
協
会
、
一
九
六
三
）
三
〇
五
ペ
イ
ジ
。

（
112
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
四
巻
第
二
冊
三
一
〇
〜
一
ペ
イ
ジ
。
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（
113
）  

以
下
の
小
村
と
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
の
や
り
と
り
は
、
主
に
マ
レ
フ
ス
キ
ー
＝
マ
レ
ヴ
ィ
チ
側
の
報
告
書
（М

О
Э

И
. С

ерия 2. Т. 
18. Ч. 1. С. 11 -4

）
に
基
づ
く
。
小
村
に
よ
る
報
告
は
『
日
外
』
明
治
第
四
四
巻
第
二
冊
三
一
二
〜
三
ペ
イ
ジ
参
照
。

（
114
）  

四
国
借
款
団
問
題
も
日
露
の
協
調
関
係
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
、
辛
亥
革
命
勃
発
後
ま
で
続
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
本

稿
で
は
扱
わ
な
い
。
四
国
借
款
団
へ
の
日
本
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
政
府
の
動
き
に
も
あ
る
程
度
ま
で
注
意
を
払
い
つ
つ
論
じ
た
研
究

と
し
て
、
塚
本
英
樹
『
日
本
外
交
と
対
中
国
借
款
問
題
：「
援
助
」
を
め
ぐ
る
協
調
と
競
合
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
〇
）
第
一
章
。

（
115
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
四
巻
第
二
冊
三
一
二
〜
三
ペ
イ
ジ
。

（
116
）  

『
日
外
』
明
治
第
四
四
巻
第
二
冊
三
一
四
〜
六
ペ
イ
ジ
。

（
117
）  М

О
Э

И. С
ерия 2. Т. 18. Ч. 1. С. 22 -4.

（
118
）  Asada, 

‶The China-Russia-Japan M
ilitary Balance in M

anchuria

”, 1295 -7.

（
119
）  

北
岡
伸
一
『
日
本
陸
軍
と
大
陸
政
策
』
新
装
版
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
三
）、
六
六
〜
七
ペ
イ
ジ
。

（
120
）  Белов. Россия и К

итай. С. 57 -8.

（
121
）  М

О
Э

И. С
ерия 2. Т. 18. Ч. 1. С. 147 -8.

（
122
）  Там ж

е.

（
123
）  Там ж

е.

（
124
）  

「
北
満
洲
露
国
鉄
道
守
備
兵
関
係
雑
纂
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.B07090237400

（
第
四
八-

九
画
像
目
）、
北

満
洲
露
国
鉄
道
守
備
兵
関
係
雑
纂
（5 -1 -4 -0 -30
）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）、
麻
田
『
中
東
鉄
道
経
営
史
』
三
二
四
ペ
イ
ジ
。

（
125
）  

前
掲
、「
北
満
洲
露
国
鉄
道
守
備
兵
関
係
雑
纂
」（
第
四
八-

九
画
像
目
）。

（
126
）  

な
お
、
中
東
鉄
道
警
備
隊
兵
力
数
の
上
限
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
麻
田
『
中
東
鉄
道
経
営
史
』
三
二
二
ペ
イ
ジ
参
照
。

（
127
）  М

О
Э

И. С
ерия 2. Т. 18. Ч. 1. С. 147 -8.

（
128
）  

麻
田
『
中
東
鉄
道
経
営
史
』
三
二
五
ペ
イ
ジ
。

（
129
）  М

О
Э

И. С
ерия 2. Т. 18. Ч. 1. С. 262, 274 -5.

（
130
）  Там ж

е, С. 286 -7.

（
131
）  

麻
田
『
中
東
鉄
道
経
営
史
』
三
二
五
〜
六
ペ
イ
ジ
。

（
132
）  М

О
Э

И. С
ерия 2. Т. 18. Ч. 1. С. 286 -7.
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（
133
）  Там ж

е, С. 287. прим. 1. 

（
134
）  

以
下
、「
対
清
策
案
（
参
謀
本
部
意
見
付
）」『
寺
内
正
毅
関
係
文
書
』
首
相
以
前
（
京
都
女
子
大
学
、
一
九
八
四
）
五
九
八
〜
六
〇
三
ペ
イ
ジ
。

こ
の
文
書
に
は
参
謀
本
部
の
意
見
に
基
づ
く
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
執
筆
者
は
不
明
で
あ
る
。

（
135
）  
な
お
、
参
謀
本
部
が
作
成
し
た
一
九
一
一
年
五
月
十
三
日
付
の
「
対
清
作
戦
計
画
」
に
は
、「
露
清
同
盟
」
軍
と
交
戦
す
る
場
合
の
計
画
も
記

載
さ
れ
て
い
る
（「
対
清
作
戦
計
画
」
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref.C14061030100

、
対
清
作
戦
計
画
　
明
四
四
．
五
．

一
三
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
））。

（
136
）  М

О
Э

И. С
ерия 2. Т. 18. Ч. 1. С. 204 -7.

（
137
）  

以
下
、
桂
の
発
言
は
、там ж

е, С. 205 -6.

（
138
）  

以
下
、
小
村
の
発
言
は
、там ж

е,  С. 206 -7.

（
139
）  

吉
村
『
日
本
と
ロ
シ
ア
』
九
〜
一
〇
ペ
イ
ジ
。

（
140
）  

例
え
ば
、
山
室
信
一
は
近
代
世
界
の
世
界
体
系
が
「〝
多
数
の
帝
国
が
同
時
性
を
も
っ
て
争
い
つ
つ
手
を
結
ぶ
〞
と
い
う
競
存
体
制
」
で
あ
っ

た
と
い
う
見
方
を
提
示
し
て
い
る
（
山
室
信
一
「「
国
民
帝
国
」
論
の
射
程
」
山
本
有
造
『
帝
国
の
研
究
：
原
理
・
類
型
・
関
係
』（
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
三
）
八
七
〜
一
二
八
ペ
イ
ジ
）。
こ
の
点
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
宇
山
智
彦
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

岡
部
　
克
哉
（
お
か
べ
　
か
つ
や
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
戦
略
研
究
学
会
、
軍
事
史
学
会
、
国
際
安
全
保
障
学
会

専
攻
領
域
　
　
日
露
関
係
史
、
国
際
政
治
史

主
要
著
作
　
　「
国
家
防
衛
評
議
会
と
対
日
防
衛
問
題

―
軍
部
か
ら
み
た
日
露
戦
争
後
の
対
日
警

戒
感

―
」『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
第
七
〇
号
（
二
〇
二
三
年
）

　
　
　
　
　
　「「
門
戸
開
放
」
と
日
露
関
係
：
一
九
〇
五
〜
一
九
一
〇
」『
日
本
歴
史
』
第
八
七
四

号
（
二
〇
二
一
年
）


